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資 料

ス ウェーデ ン法訳語 集(1)

萩 原 金 美

は じめ に

本稿 は,ス ウ ェーデ ン法の訳語 集 に関す る覚 え書である。やが てはその

集成 とさ らなる推敲 の結果 と して,さ さやかなが らス ウェーデ ン法律用 語

辞 典 と称 しうる ような ものを編 んでみたい とい うひそかな野心があ る。(今

日の よ うな複雑 な法化 社会 の 時代 に,一 国の法律用 語辞典 を単独 で作 る

よ うな作業 は,法 律学 の レオナル ド ・ダ ・ヴ ィンチで もなけれ ば不 可能か

も知れ ない。 もとよ り私 の野 已・なる ものは,0種 の私家版訳語集 としての

ス ウェーデ ン法律 用語辞典 を作 る程度 の ことに とどまる。)

菲 才 ・怠惰 な身 に とって,残 され た人 生の 時 間内で果 た してそれが可

能 か どうか 自信 はない。私 の前 には,訴 訟法 の分野 での仕 事 と くにス ウェ

ー デ ン訴訟手続 法 の新訳 の完成 とい う大 きな課題 が存在 す る*。 それなの

に,ど う してこんな浮気心 が湧 いて きたのか。 自分 で もい ささか不思議 な

気 がす る。

最近,ス ウェーデ ン法 に関心 を示 す研 究者 や実務 家が 増 えて きた。 そ

の 人た ち は自分 の差 し迫 った研 究上 ない し実務上 の 関心 か らス ウェー デ

ン法 に関す る知見 を求 めてお り,ス ウェーデ ン語やス ウェーデ ン法 に関す

る基礎 知識 を有 してい ない場 合が 多い と思 われ る。英独 仏 と くに英 語 を

通 じてスウェーデ ン法 の文献資料 に接 す るのが通例 か も知 れない。そ うい

う人 たちが よ り正 しくス ウェーデ ン法 に関す る情報 を理解 す るの に役立

ち,ま たス ウ ェーデ ン語 の法律 文 献 を読 む努力 を惜 しまない場合 の労苦

を少 しで も軽減す るために,た とい簡単 な もので もスウェーデ ン法 に関す
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る 日本語 の用語辞 典が存在 す ることが有益 だろ う。そ して,そ れ を作 るこ

とはスウェーデ ン法 の一部 にせ よ長 ら くその研 究 に コミッ トして きた者 に

課せ られ た義務 か も知 れ ない(他 の外 国法 の分野 と異 な り,ス ウェーデ ン

法研 究 のジ ェネナ リス トといい うる ような人 は存在 しないの であ る)。 そ

ん な思 い にか られて,と もか くス ウェーデ ン法 の辞書作 りに向か って蝸牛

の歩 み を始 めてみ ようか とい う気 になった。当面の研 究課題 を片付 けてか

らで は何 時 の こ とになるか分 か らぬ ので,そ れ と平行 させ てや る しか な

い。 それ に,こ の仕事 を通 じて 自分 自身のス ウェーデ ン金 般 に関す る基礎

知識 をよ り確実 な もの にで き,そ れ は専 門分野 の研 究 に も必ず役立 ち う

る とい う期待 もあ る。

この仕事 に着手 しようとする今 ふ と脳裏 をよぎるのは,わ が国 における

外 国法辞典 の濫膓 とい うべ き三潴信三 『凋 逸法律類 語異 同辮 』(1935,有

斐 閣)や 増 島六 一郎 『英法僻典 』(1943,有 斐 閣)の こ とで ある。 自分 を

両大家 に比 す るような不遜 の念 は毛頭 ないが,そ の ひそみに倣 いたい とい

う思 い を否定す るつ も りもない。

実 は漠然 と,こ の種 の仕事 は故 菱木 昭八 朗博士 が や って くだ さるか と

思 っていた。生前の菱木 さん とこの ことについ て話 し合 った記憶 はないけ

れ ど,同 氏 は私 な どよ りもはるか にス ウェーデ ン法全般 に通 じてお られ,

またス ウェーデ ン法 の研 究 に時 間 とエ ネル ギーの全 て を捧 げて こられた と

い って よい方 だか らである。 その際 には,訴 訟法 の面 で応分 のお手伝 い ぐ

らい させ ていただ くつ も りだ った。が,菱 木 さんは2004年5月 とう とう不

帰 の客 にな られ て しまった。氏 と犯罪学 ・刑事 法 の坂 田仁 博士 と私 の三

人 は,ス ウェーデ ン法研 究のいわば第0世 代 に属 し,時 々集 まってス ウェ

ーデ ン法 をめ ぐる雑 談 に興 じた りしていたのだが
,そ れ も今 は懐 か しい思

い 出であ る。

「そ もそ も訳 語 とい う もの は学者 の学 問的営為 の重 大 な成 果 に属 す る」

とは,ロ ーマ法学 者柴 田光蔵教授 の至 言 であ る(同 ・後 掲 『法律 ラテ ン



(493} ス ウェーデン法訳語集(1) 3

語辞典』i頁)。 先人 に よる訳 語 の絶無 に近 いス ウェーデ ン(訴 訟)法 の分

野 で,か ね て的確 な訳語 の決定 に苦 しんで きたが,こ の訳 語集 の仕事 を

始 める にあた って,改 めて責任 の重大 さ,そ して仕事 の意 義 を痛感す る。

怠 けず焦 らず ゴール を目指 したい。(こ の仕事 を始 め てか ら,自 分 のス ウ

ェーデ ン法 に関する知識 がいかに浅薄 かつ限 られた ものであ るかを 日々思

い知 らされている。 同時 に未知 の ことを少 しで も知 るの は大 きな喜 びで も

ある。)

以 上,蝸 牛 の 決 意 の表 明 と して記 す 次 第 で あ る。(2004年11月 晩秋)

*ス ウェーデン訴訟手続法全文の拙訳 は,「 スウェーデン刑事訴訟法 一 訴訟手

続法における刑事手続に関する特則(上 訴 関係 を除 く)一 」神奈川大学法学

研究所研究年報15号(1996),「 訳注スウェーデン訴訟手続法(1)一 民事訴

訟法 ・刑事訴訟法一 」神奈川法学31巻2号(1997),「 訳注スウェーデン訴訟

手続法(2・ 完)一 民事訴訟法 ・刑事訴訟法一 」神奈川大学法学研究所研究

年報16号(1997)に 掲載されている。その後の多 くの法改正 を踏まえ,さ らに

訳文 を推敲 して新 しい完訳 を提供することが,残 念 なが らおそ らくは日本 にお

けるただ一人のスウェーデ ン訴訟法研究者であろう私 に課せ られた任務かと考

えている。

凡 例

今後,多 少 の変 更が あ りうる ことを留保 す るが,本 訳 語集 を編 む にあ

た っての基本 方針 とい うべ き もの を述べ てお く。

1見 出語 は,ス ウ ェ ー デ ン最 初 の法 律 用 語 辞 典 で あ り,現 在 まで 版

を重 ね て い るStureBergstromet.al.,Juridikenstermer,9upPlagan,

2002,Almgvist&Wickse1を 中心 と して,適 宜 そ の他 の文 献 か ら も採 録 し

た 。 そ の 選 択 はか な り主 観 的 で あ る が,日 本 人 に とっ て分 か りに くい も

の,英 独 仏 語 や そ の 法 系 の 法律 用 語 の類 推 か ら一 見 理 解 が 容 易 そ うで あ

るた め誤 解 しやす い もの もの な どを優 先 的 に選 んだ つ も りで あ る。 この 意

味 で 若 干 の見 出 語 に は 〔 〕 で 英 訳 も添 え た 。 な お,や や 蛇 足 的 な説 明

も 〔 〕 で行 っ た 。読 者 の ご参 考 にな れ ば幸 い で あ る。
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2語 義 の説 明 につ い て も,お おむ ね見 出語 の決定 と同様 の考慮 を し

たので,説 明 に繁 簡精粗 があ ることを了承 されたい。なお,説 明 の字句 中

*を 付 した もの は見 出語 で ある こ とを示 す(「 み よ」 「参 照」 とあ る語 は,

全 て見出語 であ るか ら,*を 付 してない)。

3法 律 名 お よび法条 は必要 ない し有益 と思 われ る場合 に示 した。法

律 名 は原則 として訳 語のみであ るが,SFS(後 述参照)の 法令番号 が付 し

てあ るので,原 語 を探 るの は容易 なはずである(た だ し,基 本法 お よび後

述 のbalkに は法令 番号 が付 され ない こ とに注意)。 なお,法 条 につ いて

は 「第」 を略 した。す なわち,「1章1条 」 は 「第1章 第1条 」 のこ と。念 の

ため。

4訳 語の決定 にあた っては,わ が国で刊行 されてい る各種 の法(律)

学辞 典,外 国法(用 語)辞 典 を参考 に した。 と くに ラテ ン語 の訳 につ い

ては,な るべ く柴 田光蔵 『法律 ラテ ン語辞典 』(1985,日 本評論社)に 倣

うように した。

5国 際(公)法 の用語 は原則 と して 除外 し,税 法 につ いて は一般 的

な ものだ け を掲 げた。実 際上 の必 要 の考慮 ない し私 自身の能力 の制約 に

よる。

6最 近 の法律辞 典 はEU法 に関連 す る用語 の収録 に熱心で あ り,ま た

その豊富 さを誇 る傾 向がみ られる(こ れはス ウェーデ ンの読者層 に対す る

実用 的配慮 と して は当然 の ことであ る)。 その反面,従 前登載 され てい た

語 が若干 削 除 され てお り,中 には外 国法 と してのス ウェーデ ン法学 習者

に とって削除が惜 しまれ る もの もあ る。EU法 関係 のス ウェーデ ン語 は英

独仏 による理解 が容易 なはずで あるか ら,本 訳語 集 では原 則 として割 愛

す ることに した。他方,削 除 された語 について もス ウェーデ ンの法伝統,

法文化 の理解 に資す る と思 われ るような もの は収め た。

7上 掲 の拙訳 は,そ れぞれ 「ス ウェーデ ン刑事訴訟 法」,「ス ウェーデ

ン訴訟手続法(1)」,「 ス ウェーデ ン訴訟 手続法(2)」 と して引用 す る。 ま

た,拙 著 『ス ウェーデ ンの司法 』(1986,弘 文 堂),同 『訴 訟 にお ける主

張 ・証 明の法理 一 ス ウェーデ ン法 と 日本 法 を中心 に して一 』(2002,信
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山社),ハ ンス ・ラー グ ネマ ル ム,拙 訳 『ス ウ ェー デ ン行 政 手 続 ・訴 訟 法

概 説 一福 祉 国 家 に お け る行 政 と法 的正 義 一』(1995,信 山社)も 書 名 の み

(副題 省 略)で 引 用 す る。

Sverigesrikesfag,lagboken(ス ウ ェ ー デ ン王 国 法 律 全 書,

法 書(略 称))に つ い て 読 者 の 便 宜 の た め に

これ は わ が 国 の い わ ゆ る大 六 法 全 書 に相 当す る もの で あ る。 そ の 構 成

は,ス ウ ェー デ ン最 初 の 統 一 的法 典 で あ る1734年 のSverigesrikeslag

(ス ウ ェー デ ン王 国法 典)の そ れ を基 本 的 に維持 してお り(同 書 の表 題),

しか もス ウェ ー デ ンの法 制 度 はパ ンデ クテ ン ・シ ス テ ム を採 用 してい ない

の で,そ の使 い方 は な か なか 難 しい 。 そ こで まず,こ の法 律 全 書 につ い て

あ らか じめ若 干 説 明 して お くこ とにす る。(冒 頭 部 に三 つ の 基 本 法(お よ

び 関連 法 令)と 「裁 判 官 規 則 」*が掲 載 され て い る が,そ の 説 明 は割 愛 す

る。)

本 編 は,基 本 的 に1734年 法 の 構 成 の ま まで あ る 。 す な わ ち 王 国 の全 法

律 を一 体として その各 分 野 をbalk(部)に 分 ける。例 えばrattegangsbalk(訴

訟 手 続 法 の部)の よ うに。 これ が訴 訟 手 続 法典(民 事 ・刑 事 訴 訟 法 典)で

あ る(ち な み に,訴 訟 法 が民 ・刑 事 統 一法 典 で あ るの はス ウ ェー デ ン法 の

特色 の一 つ であ る)。 新 しいbalkと してmiljobalk(環 境 法),ま たlagの 名

を有 する ものとしてfastighetsbildningslag(不 動 産 形 成 法),skadestandslag

(損 害 賠 償 法)等 が あ る 。13の 部 に大 別 され て お り,各 部 の しか るべ き箇

所 に関係 す る法 令 が挿 入 され てい る。例 え ば,わ が 国 の民 法(財 産 法)の

主 要部 分 に相 当 す る 「契 約 法 」,「売 買 法 」 はhandelsbalk(商 法 の部)に

含 まれ てい る。 条 文 に よって は詳 細 な参 照 判 例 が付 け られ てい る。

本 編 に続 きbihang(補 遺)と して,本 編 に収 録 すべ き もの とみ られ な

い法 令 が掲 載 され て い る。量 的 に は こ ち らが は るか に多 く,年 次 順 に収 め

られ て い る。 なお,詳 細 な 法令 索 引 と事 項 索 引 が 付 い て い る。 本 書 は私

的 出版 物 で あ るが(Norstedtsの 刊 行),公 私 の 法律 事 務 に関 わ る機 関 ・

職 員 に とっ て必 備 の 文 献 と され て い る(重 厚 長 大 だ が,参 照 判 例 も付 い
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て い る の で机 上 の利 用 に は便 利 で あ る)。

法 学 生 も これ を利 用 しな け れ ば な ら ない け れ ど,1998年 か ら法 学 教 育

上 の 便 宜 な どに配慮 したSvensklag(ス ウ ェ ー デ ン法 律 集)と 題 す る法

令 集 が,ウ プサ ラ大 学 の リ ン ドブ ローム(PerHenrikLindblom)教 授 らの

編 集 に よ り発 刊 され る にい たっ た(Iustusf6rlag刊 行)。 こち らは法 令 の全

体 を20の 分 野 に分 類 して掲 載 してい る。例 えば,「9不 動 産 法」,「10財

産 法 」,「11損 害 賠 償 お よ び保 険 法 」,「16家 族 法 」 な どで あ る。 量 的

に は有 斐 閣 の小 六 法程 度 の感 じで あ る(編 者 は 「小lagboken」 と称 す

る)。

な お,lagbokenに 掲 載 さ れ て い な い 法 令 を調 べ る た め に は,彪 大 な

Svenskaf6rfattningssamling(略 称SFS,ス ウ ェ ー デ ン全 法 令 集)を み

る必 要 が あ る。 原 則 と して全 て の 法令 に はSFSの 法 令 番 号 が付 され て い

る。

*「 裁判 官規則」 について は,坂 田仁 「ス ウェーデ ン裁判官規 則」(翻 訳 及 び解

題)」 法 学研 究71巻10号(1998)が あ る。拙 著 『ス ウェ0デ ンの司法』(1985,

弘文堂)30-31頁 も参照。

Aの 部

AB株 式 会 社(の 略 語)。aktiebolagも み よ。

AB721972年 の 「建 設 工 事(等)請 負 契 約 約 款 」。 建 設 業 の 契 約 委 員 会

(BKK)が1972年 に作 成 ・採 用 した建 設 工 事 等 請 負 契 約 に関す る約 款 。

ABはallmannabest註mmelser(約 款)の 略語 。 なお,関 連 す る標 準 約

款 と して は総 合 建 設 契 約 に関 す るABTお よび コ ンサ ル タ ン ト契 約 に

関 す るABKが 存 す る。

AB92AB72を1992年 に改 定 した もの 。

ABO4AB92を2003年 に改 定 した もの 。

abandonering(海 商 法 の)委 付 。

abdikation(tronavsagelse)退 位 。

aberratioictus打 撃(方 法)の 錯 誤 。
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abolition(犯 罪 行 為 に対 す る)法 執 行 の 放 棄 。 特 別 の 理 由 が存 す る と き

は,政 府 は犯 罪 行 為 に 関 す る捜 査 ・訴 追 の 続 行 の 放 棄 を決 定 す る こ と

が で きる(統 治 組 織 法11章13条2項)。 文 理 上 個 別 的 に も集 合 的 に も可

能 で あ る。[こ の 制 度 は1974年 の 統 治 組 織 法 で 明 文化 され る まで は基 本

法 に明 文 の根 拠 が な い ま ま,恩 赦 権 の 発 出 と して こ の 名 称 の も と に運

用 され て い た 。 現在 で も法 定 の名 称 で は ない 。]

abort妊 娠 中絶 。

absolutregel強 行 規 定 。

absolutaaktenskapshinder絶 対 的 婚 姻 障害 。aktenskapshinderも み よ。

absorpition(会 社 の)吸 収 合併 。

absorptionsprincipen吸 収 主 義 。複 数 の 犯 罪 に共 通 す る科 刑 に あ た っ て

は,軽 い罪 の刑 罰 は重 い 罪 の刑 罰 に吸収 され る とす る刑 法 上 の 原則 。

abstsraktfara(刑 法 の)抽 象 的危 険 。

abstractfel(oblektivtfe1)抽 象 的(客 観 的 〉 鍛 疵 。 若 干 の通 常 の基 準 か

ら乖 離 す る鍛 疵 。felも み よ。

abstraktn・rmk・ntr・ll抽 象 的規 範 統 制 。個 別 的 事 案 の判 断 と関係 な く,法

令 の基 本 法 適 合 性 を審 査 す る こ と。konkretnormkontroll参 照 。

accept① 手 形 の引 受 。② 契 約 に お け る 申込 み の 承 諾 。

acceptant① 手 形 の 引 受 人 。 ② 契 約 の 承 諾 者 。

accessio(accession)附 合 。specifikation参 照 。

accseeion(adhesion)条 約 へ の 加 盟 。 従 前 そ の起 草 に関 与 した か また は

政 府 が 署 名 して い た場 合 はratifikation(批 准)*。

accsessorisk附 帯 の,附 従性 の 。例 えば,利 息債 権 の存 在 の元本 債権,保

証 債 務 の主 債 務 に対 す る 関係 。 名 詞 はaCCeSSSOrietet。

accidentalianegotti法 律 行 為 の偶 素 。 当 該 契 約 類 型 に当 然 に は 関連 が な

く,し た が って 当 事 者 間 に これ に関 す る明示 の合 意 が あ る場 合 にのみ適

用 さ れ る よ うな契 約 関係 の 事 項 。

accis物 品(製 造 ・販 売)税 。 国 内 に お け る商 品 の 製 造 ま た は販 売 に課

され る租 税 。例 え ば タバ コ税 。
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accrescens相 続 分 等 の増 加 。 他 の共 同 相 続 人 の相 続 分 の放 棄等 の場 合 に

生 ず る相 続 人 ま た は受 遺 者 の相 続 分 等 の 増 加 。

acklamation賛 否(口 頭)決 議 。 賛 成 また は反 対 の 口頭 に よる集 団 的決

議 。

ackomodationsv蕊xel融 通 手 形 。実 際 の 取 引 で な く,金 銭 貸 借 に基 づ き振

り出 され た手 形 。

ackord和 議 。 一般 に,債 権 者 と債 務 者 との 間 にお け る,本 来 の債 権 の 一

部 放 棄 また は爾 後 の全 額 弁 済 の 保 証 を条 件 と して 弁 済 の 猶 予 を認 め る

旨 の合 意 。dividendackord,1ikvidationsackor(エmoratorieackord,Otva-

ngsackord,underhandsackord参 照 。

ackusatoriskprocess弓 単劾 主 義 訴 訟 。inkvisitoriskprocess(糾 問 主 義 訴

訟)に 対 置 され る。

actinnegatoria(negatoriskaganderattstalan)所 有 権 に基 づ く妨 害排 除

請 求 権 。

actinquantiminoris売 買 代 金 減 額 訴 訟 。 売 買 され た物 の 蝦 疵 に基 づ く代

金 減 額 請 求 を表 す ロ ーマ 法 の用 語 。

actor(aktor)原 告,検 察 官 。

AD労 働 裁 判 所(の 略 語)。arbetsdomstolenも み よ。

adatovaxel(datovaxel)日 付 後 定期 払 手 形 。

adcitation訴 え提 起 な しの 新 当事 者 に対 す る訴 訟 係 属 の 発 生 。訴 訟 係 属

中 にお け る訴 訟 対 象 の 譲 渡 の場 合,譲 受 人 は相 手 方 の 申立 て に基 づ き

訴 訟 に当事 者 と して参 加 す る義 務 を負 う(訴 訟 手 続 法13章7条3項)。 こ

の場 合 に譲 渡 人 は訴 訟 か ら脱 退 せ ず,譲 渡 人 に対 す る 訴 訟 に お い て訴

え提 起 な しに係 属 した 譲 受 人 に対 す る新 訴 が 共 同 審 理 さ れ る こ と に な

る 。講 学 上adcitationと い わ れ る。

adekvans(adekvatkausalitet)〔proximatecause〕 相 当 因果 関係,近

因,主 因 。

adhesion(sprincip)附 帯(主 義)。 刑 事 訴 訟 にお け る公 訴 の 提 起 と と

も に損 害 賠 償 請 求 訴 訟 も提 起 され,共 同 して審 理 ・判 決 が な され る こ
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と。 附帯 主 義 とい う表 現 は損 害 賠 償 請 求 が 刑 事 訴 訟 の 附属 物 にす ぎな

い よ うな印象 を与 え るの で,現 行 法 規 整 に適 合 せず 好 ま し くない とい う

見 解 もあ る。

adjunnktion代 行,出 向 。 当 該 裁 判所 」行 政 機i関等 の=構成 員 で な い者 が,

そ の構 成 員 と して1時 的 に執 務 す る こ と。 ス ウ ェ ー デ ンで は伝 統 的 に多

く行 わ れ て い る(と くに高 等 裁 判 所 にお い て)。

administrativdomstol行 政裁 判 所 。fむrvaltningsdomstolも み よ。

adoptant養 親 。

adoptivbaran養 子 。

adpertinens(tillbeh6r)従 物 。fastegendom参 照 。

advokat弁 護 士 。 〔ス ウェーデ ンの弁 護 士 の資 格 要 件 は,世 界 で も最 も厳 格

な もの に属 す る。 わ が 国 の 司 法 試 験 に相 当 す る法 学 部 の 卒 業 試験 に合

格 す る と法律 家(jurist)串 で あ るが,弁 護 士 にな るた め に は原 則 と して,

5年 以 上 法 律 実 務(そ の うち少 な く と も3年 間 は弁 護 士 的 実 務)に 従 事

した うえで,ス ウェ ー・デ ン弁 護 士 会(公 的 法 人)に 入 会 を承 認 され る こ

と を要 す る。 そ れ以 外 の者 が 弁 護 士 の称 号 を用 い る こ と は刑 法 上 の 犯

罪 で あ る(刑 法17章15条3項)。 裁 判 官,検 察 官 の前 歴 を有 して い て も3

年 間 の弁 護 士 的 実 務 とい う要 件 を欠 く と きは,そ の ま ま弁 護 士 に な る

こ とは で きな い 。 弁 護 士 で な くて 弁 護 士 事 務 所 にお い て執 務 す る法律

家 をbitradandejurist(弁 護 士 ネ甫)と い う。他 方,弁 護 士 的 法律 実 務

は誰 にで も許 容 され て い るの で,法 律 家 が個 人 で弁 護 士 的 法 律 業 務 を3

年 以 上 行 って 弁 護 士 に な る こ とは可 能 で あ る。 な お司 法 実務 修 習(生)

につ い て はnotarie(tjanstgoring)参 照 。 英 訳 で,た ん に1awyerと し

て い る の もあ るが,注 意 を要 す る。〕

affidavit法 律 上 の事 項 に関す る宣 誓 した上 で の供 述 書 。

affliktivastraff身 体 刑 。 例 え ば鞭 打 ち。

afortioriさ らに 強 い論 拠 を もっ て。

aktiebok株 主 名 簿 。

aktiebolag株 式 会 社 。AB*と 略 称 す る 。
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aktiebrev株 券 。

aktieteckning株 式 の 引 受 。

aktionar(actionist)株 主 。

aktivlegitimation証 明 付 き 弁 済 受 領 資 格 。legitimationも み よ。

aleatorisk偶 然 に 基 づ く。 例 え ば,宝 く じの 賞 金 に 対 す る権 利 に つ い て

用 い ら れ る 。

allemansratt公 衆 の 自 然 利 用 権 。 全 て の 社 会 成 員 が,他 人 の 所 有 地 に お

い て 自 由 に 通 行 し,い ち ご ・き の こ ・花 卉 類 を採 取 し,水 浴 す る こ と

な ど が で き る 権 利(若 干 の 例 外 は存 す る)。 伝 統 的 に存 在 す る ユ ニ ー ク

な 権 利 。 基 本 法 で 保 障 さ れ て い る(統 治 組 織 法2章18条3項)。 〔public

rightと い う英 訳 が あ る が,こ れ だ け で は 意 味 が 良 く分 か ら な い 。〕

alYmandornstol通 常 裁 判 所 。tingsratt(地 方 裁 判 所)*,hovratt(高 等 裁

判 所)*,HogstaDomstolen〔 最 高 裁 判 所 〕*か ら成 る 。

allm乱nf6rm邑nsr翫t一 般 優 先 弁 済 権 。 破 産(会 社 更 生 等 も含 む)の 場 合

に 債 務 者 の 破 産 財 団 か ら優 先 弁 済 を 受 け う る 権 利 。 例 え ば,労 働 賃 金

お よ び 租 税 に 関 す る優i先 弁 済 権 。formansrattも み よ 。

allmanforsakringskassa〔socialinsuranceoffice〕 社 会 保 険 事 務 所 。

allm乞nf6rvaltni㎎sdomstol一 般 行 政 裁 判 所 。lansratt(行 政 地 方 裁 判 所)*,

kammerratt(行 政 高 等 裁 判 所)*,Regeringsratten(行 政 最 高 裁 判 所)*

か ら成 る 。

allm乞nhandling公 文 書 。 国 ま た は 地 方 自治 体 が 作 成 し,保 管 し,ま た は

提 出 さ れ た 文 書 で,原 則 と して 公 文 書 公 開 の 対 象 と な る 。

allmankorsning(小 切 手 の)一 般 線 引 。checkkorsningも み よ 。

allmanplats公 共 の 場 所 。 秩 序 が 維 持 さ れ,か つ 公 衆 の 利 用 に 供 さ れ て

い る 土 地,な ら び に公 衆 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に供 され る か,ま た は 事

実 上 利 用 さ れ る そ の 他 の 土 地(部 分)。 刑 法16章16条 は 公 共 の 場 所 に お

け る秩 序 違 反 の 罪 に つ い て 規 定 す る 。

allmanprevention一 般 予 防 。generalpreventionも み よ 。

allmanprocess通 常 訴 訟 。 通 常 裁 判 所 が 取 り扱 う 訴 訟 。
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allmanrattslara一 般 法 理 論,法 理 学 。 法 の基 本 問 題 と くに一 般 的法 概 念

お よび法 原 則 な らび に法 解 釈 の 方 法 に関 す る理 論 。

allm五nsammankomst公 衆 の 集 ま り。 意 見 の 表 明,講 演,宗 教 的礼 拝 ま

た は芸 術 作 品 の展 示 ・上 演 の た め に公 衆 が 集 ま る こ と。

allmanunderratt通 常 下級 裁 判 所 。 現 行 法 で は地 方 裁 判 所 をい う。 〔わが

国 と異 な り,高 等 裁 判 所 は下 級 裁 判 所 で は な い。〕

allmanaklagare一 般検 察官。通常 の意味 で の検 察 官 の こ と。riksaklagaren

(検 事 総 長),statsaklagare(国 家 検 事),distriktaklagare(地 方検 事)

に分 か れ る。

allmanfarligvardsloshet公 共 危 険 の過 失 。 過 失 に よるallmanfarligabrott

(公 共 危 険 の 罪)*に お け る過 失(刑 法13章6条)。

allmannfarligodelaggelse破 壊 行 為 に よる公 共 危 険 の罪 。爆 発,出 水,自

動 車 ・列 車 等 の 事 故 の 結 果,他 人 の生 命 も し くは健 康 ま た は全 体 的 な

財 産 の破 壊 の 危 険 を惹 起 す る行 為(刑 法13章3条)。

allmanfarligabrott公 共 危 険 の 罪 。 価 値 あ る財 産,複 数 人 の 生 命 ま た は

その他 の社 会 にお け る重 要 な利 益 の侵 害 の 危 険 に関 す る犯 罪 の総 称 。 刑

法13章 の題 名 。

allmanhetenspressombudsman(PO)プ レス オ ンブズマ ン。POは 略称 。

allmannaarvsfonden公 的遺 産財 団,相 続 基 金 財 団 。 相 続 人 も受 遺 者 も

存 在 しない 遺 産 を保 有 す るstatskontoret(行 政 管 理 庁)管 理 の財 団 。

この 遺 産 は年 少 者 や 障 害 者 の福 祉 の た め に用 い られ る 。 「公 的遺 産 財 団

に関 す る法 律(1994:243)」 が あ る 。

allmannaavgifter公 租 公 課 。 統 治 組 織 法 に お け る租 税 等 公 的 負 担 の総

称 。

allmannamal公 的 執 行 事 件 。kronofogdemyndighet(執 行 官 局)*で 取 り

扱 う事 件 の うち公 法 上 の 債 権 と くに租 税,罰 金,関 税 等 の徴 収 に関 す

る事 件 の こ と。 執 行 官 局 はriksskatteverket(国 税 庁)の 所 管 に属 し,

私 債 権 と公 債 権 双 方 の執行 を行 う。enskildamal参 照 。

allmannarekalamationsnamnden〔NatinalBoardforConnsummer
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Ccmplaints〕 公 共 苦 情 処 理 委 員 会 。 一種 の消 費 者 裁 判 所 と して機 能

す る。 そ の判 断 は執行 力 を有 せ ず,勧 告 的 な もの に過 ぎな いが,公 表 さ

れ るの で事 実 上 の 強 制 力 を伴 う。 商 品 の分 野 ご とに多 くの部 門が あ り,

裁 判 官(経 験 者)を 長 と し,消 費 者,事 業 者 双 方 の 側 を代 表 す る委 員

に よっ て構 成 され る。

allmannar甜smedel通 常 上 訴 。rattsmedelも み よ。

allma,nnatidningar(Post-ochinrikestidningar)官 報,郵 便 お よび内 国

時 報 。SvenskaAkademien(ス ウ ェ ー デ ン学士 院)発 行 の 国 家 的 特 権

を有 す る 日刊 紙(一 定 の 法 的 事 項 の公 告 ・通 知 等 は これ に よ る こ とが

必 要)。 そ の起 源 は1645年 で,お そ ら くヨー ロ ッパ に お け る最 古 か つ 現

存 の新 聞 とい わ れ る。

allmanning〔commonland〕(一 種 の)入 会 地 。

allmantforvar供 託 。債 権 者 を確 知 で き ない と き,債 権 者 が 受 領 を拒 絶

す る と きな ど に,債 務 者 が公 的機 関=lansstylelse(県 中央 行 政 庁)*に

金 銭 を委 ね て 法 的 責 任 を免 れ る こ と。 「金 銭 の供 託 に よ る債 務 の支 払 に

関 す る法 律(1927:56)」 が規 定 す る。

allmantkriminalregister犯 歴 簿 。 警 察 庁 が 保 管 す る有 罪 判 決 を受 け た 者

ま た は これ と同視 され る者 に関す る情 報 を記 載 した登 録 簿 。

allm乞ntombud公 共代 理 人 。 若 干 の 税 法 関係 の訴 訟 にお い て公 共 を代 理

す る訴 訟 代 理 人 。

allm証ntskadest乞n"一 般 的損 害 賠 償 。 労 働 法 上 の(重 大 な)協 約 義 務 違

反 に対 す る制 裁 と して 課 され る一 種 の慰 謝 料 的損 害 賠 償 。 講 学 上 の 名

称 。

allmantvatten(-omrade)公 共 水(域)。 不 動 産 に含 まれ ない水 域 。 海

洋,Vanern(ヴ ェ ー ネ ル ン)そ の他 の 四 つ の大 湖 。 「公 共 水 域 の境 界 に

関 す る法律(1950:595)」 が 定 め て い る。

allma.ntatal公 訴 。enskiltatal参 照 。

allonge裏 書 の補 箋 。

alluvium(alluvio)沖 積 土 。
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almen-garanti商 品 の 引 渡 時 に お け る 品 質 保 証 。garantiも み よ。

AlosS11981年 に 制 定 さ れ た 公 的 部 門 へ の 商 品 の 供 給 に 関 す る 約 款 。

riksrevisionsverket(王 国 会 計 検 査 院),Svenskakommunforbundet

(ス ウ ェ ー デ ン地 方 自治 体 連 合 会),Landstingsforbundet(県 自治 体 連

合 会),Sverigesindustrieforbund(ス ウ ェ ー デ ン産 業 連 合 会)お よ び

Sverigegrossistf6rbund(ス ウ ェ ー デ ン卸 売 業 連 合 会)の 間 の 協 議 の

結 果 と して 成 立 。

analogiskIagtolkning類 推 法 解 釈 。lagtolkingも み よ。

anbud申 込 み 。

anciennitet先 任 権 。

andels翫t持 分(権)。 動 産,不 動 産,会 社 等 に お け る 割 合 的 権 利 。

andrahandspantsattning次 順 位 抵 当 権 の 設 定 。 先)q頁位 抵 当 権 の 担 保 価 値

を侵 害 し な い 範 囲 に お け る 次 順 位 抵 当 権 の 設 定 を い う。aterpantsattning

参 照 。

andrahandupplatelse転 貸 借 契 約 。 例 え ば,家 屋 賃 借 人 が そ の 用 益 権 の 一

部 を 転 貸 す る こ と。

anfaktfarhet取 消 可 能 性 。angriplighet*に 同 じ。

angivelsebrott親 告 罪 。

angriplighet取 消 可 能 性 。nullitet参 照 。

anhallande逮 捕,検 察 官 勾 留 。 〔拙 訳 「ス ウ ェ ー デ ン刑 事 訴 訟 法 」56頁

参 照 〕。

anhangiggoramal訴 訟 係 属 を させ る,裁 判 所 に 訴 を提 起 す る 。

animus意 思,心 素 。

animusdonandi贈 与 意 思 。

animuspossidendi占 有 意 思 。

anknytningsfakutum(anknytningsmoment)(国 際 私 法 の)連 結 点,連 結

素 。

anlaggningsarrende営 業 目 的 の 不 動 産 賃 貸 借 。 土 地 法11章 が 規 定 す る 。

賃 借 人 は借 地 上 に倉 庫,工 場,ガ ソ リ ンス タ ン ド,キ オ ス ク な ど建 物 を
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築 造 ・維 持 し,営 業 活 動 を行 う こ とが で き る。 住 居 賃 貸 借 よ り も契 約

自 由 の範 囲 が広 い 。 が,賃 借 人 の 終 生 ま た は 一 年 未 満 の賃 貸 借 は これ

に該 当 しない 。

anmalningsskyldighet届 出 義 務 。懲 役 が伴 う犯 罪 の 被 疑 者 に対 して,合

理 的 な疑 い な ど は認 め られ るが,身 柄 拘 束 ま で の 必 要 が な い場 合 に課

され る強 制 手 段 で,一 定 の 日時 に警 察 機 関 に届 出 をすべ き こ と を命 ず

る もの(外 国 人 関係 の 立 法 に も存 在 す る)。 〔ス ウ ェー デ ン法 に は保 釈 が

ない こ とを合 わせ考 えるべ きで あ る。 なお,reseforbud(旅 行 禁止)*も

同趣 旨の 制 度 で あ る。 拙 訳 「ス ウ ェ ー デ ン刑 事 訴 訟 法 」57頁 参 照 。 こ

の 処分 は検 察 官 また は裁 判所 が 行 う。〕

annuitetslan元 利均 等 払 金 銭i消費 貸借 。

anonymitetsskydd匿 名 保 護 。公 表 の 目的 を有 す る情 報 の 著作 者 や 提 供 者

が 匿 名 に と ど ま る こ と を保 護 す る権 利 で,「 出版 の 自由 に 関 す る法 律 」

(基 本 法)お よ び 「意 見 表 明 の 自由 に関 す る基 本 法 」引に よ って認 め られ

て い る。 この保 護 は,文 書,ラ ジオ,テ レビ,フ イ ル ム,ヴ ィデ オ,録

音 等 に適 用 さ れ る。 また,「 秘 密 保 護i法(1980:100)」 等 に も匿 名保 護i

が 規 定 され て い る。

anslutiningsr甜 附帯 権 。 破 産 財 団 に属 す る財 産 の 強 制 競 売 の 場 合,最

低 競 売 申 出価 額 が あ る債 権 者 の債 権 額 を超 え る と き,こ の債 権 者 は 申

出人 と同様 に この価 額 が確 定 され る こ と を求 め る こ とが で きる権 利 。

anslutingsvad附 帯 控 訴 。民 刑 両 訴 訟 に存 在 す る。vad参 照 。

anstiftan(犯 罪 の)教 唆 。

anstand期 限 の猶 予 。

anstallningsavtal雇 用 契 約(公 的 雇 用 を含 む)。arbetsavtal参 照 。

anstalnningsblockad新 規雇 用 阻止 。blockadも み よ。

ans傾11ningsskydd雇 用 保 護 。 雇 用 保 護(公 的雇 用 を含 む)に 関 す る強 行

法 規 に よる労 働 者 保 護 の こ と。 「雇 用 保 護iに関 す る法律(1982:80)」 が

あ る。

ansvarighetsforsakering責 任 保 険 。ansvarsf6rsakring*に 同 じ。
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ansvarighetskedja責 任 連 鎖 。 「出版 の 自 由 に 関 す る法 律 」 に よ り出 版 物

の 内 容 につ い て 一 定 の順 序 に従 い排 他 的 責 任 を負 うこ と。 同 法8章 が規

定 す る。

ansvarsbegransning責 任 制 限 。 契 約 当事 者 の損 害賠 償 責 任 を0定 額 に制

限 す る契 約 条 項 。

ansvarsfriskrivning契 約 当事 者 の 損 害 賠 償 責 任 を(若 干 の事 実 が存 す る

と き)免 責 す る契 約 条 項 。

ansvarsforpliktelse責 任 引 受 け。 あ る時 点 で あ る事 実 が 存 在 す る こ と,例

え ば 運 送 品 が 運 送 の終 了 時 にお い て 完 全 な状 態 で あ る こ との 責 任 を引

き受 け る こ と。

ansvarsforsakring責 任 保 険 。

ansvarsgenombrott(liftingthecorporateveil)法 人 格 の否 認 。

ansvarsnamnden,halso-ochsjukvardensansvarsnamed〔MedicalRespons-

ibilityBoard〕 責 任 委 員 会,保 健 お よび 医療 責 任 委 員 会 。 医 師 そ の他

の 医療 ・保 健 関 係 者 の綱 紀 ・懲 戒,免 許 の取 消 し等 の 問 題 に つ い て審

査 ・判 断 す る機 関 。 法律 家 を長 と し,8名 の 委 員 で構 成 され る。 手 続 は

書 面 審 査 に よる が,口 頭 で も行 わ れ うる。 委 員 会 の決 定 に対 す る不 服

申立 て はkammaratt(行 政高 等 裁 判所)*に す る。

ansokningsmal申 請 事 件 。 と くに 「出版 の 自由 に関 す る法 律 」 にお い て

用 い られ る用 語 で,出 版 物 につ い て責任 を負 う者 が存 在 しない と き,ま

た は国 内 にお い て そ の者 に召 喚 状(訴 状)の 送 達 が で きない ときに,検

察 官 ま た は被 害 者 の 申請 に よ っ て 出版 物 の 没 収 に関 す る訴 訟 手 続 が 開

始 され る事 件 。 「客 観 手 続 」 と もい う。 同法9章5条 が 規 定 す る 。

anteciperadmora予 期 され た遅 滞 。 債 権 者 が 弁 済期 前 に履 行 の遅 滞 が 生

ず る こ とにつ い て十 分 な理 由 を有 す る こ と。債 権 者 は直 ち に契 約 を解 除

す る な どの権 利 を有 す る。

antikretiskpant用 益 質 権 。 質権 者 が 質 権 の 存 続 期 間 内 は 質 物 を使 用 収 益

で きる質権(馬 の質 の場 合 な ど)。

anvisning(assignation)指 図 。指 図 人(anvisaren,assignanten)か ら
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被 指 図 人(assignaten)に 対 す る第 三 者(assinnatarien)へ の支 払 そ の

他 給 付 の指 図,そ の 内 容 の文 書 。

apatrid無 国籍 。statl6s串 に 同 じ。

apolit無 国籍 。statl6s*に 同 じ。

appell控 訴 。appellationsdomstolも み よ。

appelationsdomstol控 訴 裁 判 所 。overratt(上 級 裁 判 所)と も い う。

revisionsdomstol,kassationsdomstol参 照 。

apportegendom現 物 出資 財 産 。

arbetarskydd労 働 者 保 護 。 「労 働 環境 法(1977:1160)」 等 に基 づ く労 働

に お け る事 故 お よび不 健 康 の 防止 等 を図 る安 全 措 置 。

arbetavtal労 働 契 約 。 雇 用 契 約,請 負 契 約 は そ の 下 位 概 念 だが,往 々労

働 契 約 と雇 用 契 約 は 同一 視 され る。

arbetsbeting製 作 物 供 給 契 約 。 対 価 に対 して一 定 の 労 働 の 結 果 を給 付

す る契 約 。 売 買 法 の 規 定 が 適 用 され る た め に は,製 作 者 が 新 た な物 を

完 成 した こ と,お よび その材 料 を 自分 で調 達 した こ とが 要 求 され る。 こ

の用 語 は現 在 で はあ ま り使 わ れ ない とい う。 なお,建 設 請 負 契 約 は この

範 疇 に属 しな い 。

arbetsdomstolen労 働 裁 判 所 。 労使 紛 争 に 関す る第 一 審 で 最 終 審 の特 別 裁

判 所 。未 組 織 の 労 働 者 な どは地 方 裁 判 所 に提 訴 で きる が,そ の 上 訴 審

は労 働 裁 判 所 で,こ れ が 最 終 審 で あ る 。 労 働 裁 判 所 は職 業 裁 判 官 を 長

と し,労 使 団体 の代 表 そ の 他 に よ って 構 成 され る。 「労 働 紛 争 にお け る

訴 訟 手 続 に関 す る法 律(1974:371)」 が あ る。

arbetsgivaransvar使 用 者 責 任 。principalansvarも み よ。

arbetsinstallelse労 使 紛 争 手 段 。使 用 者 側 の そ れ(ロ ック ア ウ ト)と 労働

者 側 の そ れ(ス トラ イ キ)と の総 称 。

arbetsledarklausul労 働 指 揮 者 条 項 。 労働 協 約 ま た は雇 用 契 約 にお け る,

労 働 指 揮 者 は,そ の 下 位 に あ る者 の使 用 者 に対 す る利 益 を擁 護 す る 目

的 か ら,労 働 組 合 の 組 合 員 に な る こ とが で きない とい う条 項 。

arbetsmilj6brott労 働 環境 犯 罪 。 「労 働 環 境 法(1977:1160)」 に よ り課 せ
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られ る不 健 康 また は事 故 の 防 止 の た め の措 置 を故 意 また は過 失 で怠 っ

た結 果,人 の死 傷 そ の他 の危 険 を生 じさせ る犯 罪(刑 法3章10条)。

arbetstagare労 働 者(広 狭 二 義 が あ る)。 狭 義(民 事 法 的概 念)で は雇 用

され てい る労 働 者 の み を意 味 す る(例 え ば 「休 暇 法(1977:480)」)が,

広 義(社 会 法 的 概 念)で は 従 属 的 受 任 者 も含 ま れ る(「 共 同 決 定 法

(1976:580)」 一 正 式 名 称 は 「労 働 生 活 に お け る共 同 決 定 に関 す る法

律)。 これ に対 応 して,arbetsgivare(使 用 者)に も広 狭 二 義 が あ る わ

けで あ る。

arbetetillst義nd(外 国 人 に対 す る)労 働 許 可 。

arbitrage仲 裁 手 続 。skiljef6rfarandeも み よ。

arealforva.rb不 動 産 部 分 取 得 。arealk6pも み よ。

arealkop不 動 産 部 分 売 買 契 約 。不 動 産 の一 部 また は複 数 の不 動 産 を構 成

す る 土 地(mark)の 一 部 等 の 売 買 。売 買 が 有 効 に な る た め に は売 買 契

約 の 締 結 後6月 以 内 にfastighetsbildning(不 動 産 形 成 手 続)*を 申請 す

る こ とが 要 求 され る 。

arrapoenitentialis解 約 手 付 。mul(c)tapoenitentialisも み よ。 なお,違

約 金 はavtalsvite*。

arrende〔lease,leasehold〕 不 動 産賃 貸 借 。対 象 に は水 域 も含 む。 土 地 法

は農 地 賃 貸 借,宅 地 賃 貸 借 等 四 つ の 賃 貸 借 形 態 につ い て規 定 す る(8章

ない し11章)。 この用 語 は往 々不 動 産 賃 貸借 以 外 の用 益 権 につ い て も使

われ る。hyra参 照 。

arrendenamnd不 動 産 賃 貸 借 紛 争 処 理 委 員 会 。不 動 産 賃 貸 借 紛 争 に 関 す

る あ っせ ん ・仲 裁 等 を行 う。 委 員 会 は法 律 家 の 長,賃 貸 人,賃 借 人 双

方 の側 の利 益 を代 表 す る委 員 合 計3名 で構 成 され る。 建 物 賃 貸 借 紛 争 に

つ い て も同様 の機 関 と して 同 一 の場 所 にhyresnnamnd(建 物 賃 貸借 紛

争 処 理 委 員 会)が あ り,両 者 を含 め てhyresnamndenocharrende-

namnden〔RentandTenancyTribunals〕 と称 す る。 そ の現在 数 は12。

委 員 会 の決 定 に不 服 が あ る と きは,fastighetdomstol(不 動 産 裁 判 所)*

に不 服 の 申立 てが で きる。
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arrest拘 束 罰 。 か つ て存 在 した軍 にお け る懲 戒 罰 で,軍 事 刑 務 所 にお け

る服 役 。現 在 ス ウ ェー デ ンに は存 在 しない 。 〔「逮 捕 」 と誤 解 しない よ う

注 意 。〕anhallande参 照 。

artificiellinsemination人 工 授 精 。

arv相 続 。 ス ウ ェ ー デ ン法 で は被 相 続 人 の 死 亡 の み が 相 続 原 因 で あ る 。

相 続 人 はarvinge。

arvskifte遺 産分 割 。

ascendent直 系 尊 属 。 直 系 卑 属 はdescendent。

asis現 状 の ま ま(売 買)。 船 舶 の売 買 契 約 につ い て通 常 み られ る条 項 。

befintligtskickも み よ。

assertorisked(bekraftelseed)確 証 宣 誓 。供 与 した情 報 の正 確 性(例

えば差 し押 さえ るべ き財 産 の不 存 在)を 保 証 す る宣 誓 。 したが って情 報

の供 与後 に な され る。promissorisked参 照 。

例 え ば,高 等 裁判 所 代 理 判 事(hovrattsasessor)(裁 判 官 養 成 教 育 の 最 終

段 階 にあ る者)。

A-skatt(源 泉 徴 収)給 与 所 得 税 。

association団 体 。 法 人 そ の他 の 私 法 上 の社 団 。

atemporescientiae知 っ た 時 か ら。法 定 の 期 間 の起 算 点 。

atergo案 件 の 記 録 に(atergo)に 。 案 件 の記 録 に記 載 さ れ,か つ 申請

書 類 自体 か ら分 離 され た決 定 の こ と をtergalresolutionと い う。

audiaturetalteraparsも う一 方 の 当事 者(の 言 い分 〉 も聴 か れ るべ し,と

い う原 則 。 双 方 審 尋 主義 。

auditor軍 法務 官 。 軍 の綱 紀 ・懲 戒 事 件 の担 当 官 を補 佐 す る職 務 を有 す る

法 律 家 。 政 府 は 国連 の 平 和 維 持 軍 ま た は軍 の 平 和 活 動 組 織 にお い て執

務 す る法 務 官 を任 命 す る 。 そ の他 の 法 務 官 は最 高 司 令 官 に よっ て任 命

さ れ る 。 「国 土 全 面 防 衛 組 織 に お け る綱 紀 ・懲 戒 責 任 に 関 す る 法 律

(1994:1811)」(23条 等)な どが 規 定 す る 。

auktion競 売 。

auktorratt著 作 権 。upphovsrattに 同 じ。 著 作 者 はauktor。
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aval手 形 ・小 切 手 保 証 。

avbetalningskop分 割 払 売 買 。

avgald地 代 。 あ る土 地 の用 益 の対 価 と して定 期 的 に支 払 わ れ る使 用 料 。

avgorandekausalitet決 定 的 因果 関係 。 あ る行 為 が な され なか った な らば,

あ る結 果 は発 生 しなか った で あ ろ う と き,ま た はあ る行 為 が な され た な

らば,あ る結 果 が 発 生 しな か っ たで あ ろ う と き,こ の 因果 関係 が存 在 す

る。

avhysning明 渡 執 行 。vrakningに 同 じ。

avisovaxel(eftersiktvaxel)一 覧 後 定 時 払 手 形 。

avistavaxel(siktvaxel)一 覧 払 手 形 。

avkomstratt収 益 収 受 権 。undantag参 照 。

avkriminarisera非 犯 罪 化 す る。 立 法 また は判 例 に よっ て あ る可 罰 的行 為

を非 可 罰 的 にす る こ と。

avkunnnande(判 決 の)言 渡 し。 判 決 書 の朗 読 に よ り口頭 で行 わ れ る判

決 の 宣 告 。

avla,mna引 渡 し。 売 主 か ら買 主 に売 買 の 目 的物 に関 す る危 険 等 を移 転 さ

せ る措 置 。

avrad地 代 の 旧 称 。

avrakning① 弁 済 の 充 当 。② 未 決 通 算 。 逮 捕 ま た は勾 留 の 日か ら起 算

され る。

avrakningsforbehall弁 済 の 充 当 の 指 定 。 債 務 者 が まず 指 定 権 を有 す る

(商 法9章5条)。 割賦 払 売 買 にお け る買 主 に不 利 益 な指 定 は無 効 と され

る。

aysikturkund意 図文 書 。 証拠 して使 用 す る こ とを意 図 して作 成 され る文

書(例 え ば契 約 書,調 書)。 これ に対 して そ うい う意 図 な しに作 成 され

る文 書 はtllfallighetsurkund(偶 成 文 書)と い う(例 え ば,手 紙,メ

モ)。

avskiljande(受 託 金 員 の)分 離 。受 託 され た 金 員 を受 託 者 自身 の財 産 か

ら分 離 す る措 置 。 これ に よ っ て委 託 者 本 人 は受 託 者 の 破 産 の 際 に保 護
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され る 。 「受 託 金 員 の 会 計 に 関す る法 律(1944:481)」 が あ る。

ayskrivning(事 件 の)除 去 。 訴 えの取 下 げ また は当 事 者 双 方(場 合 に よ

っ て は一 方)不 出頭 の 場 合 には,事 件 は除 去 され る 。

avstyckning不 動 産 の分(合)筆 。0個 の不 動 産 の0部 を独 立 の 不 動 産

に分 筆 し,ま た は これ を他 の 不 動 産 と合 筆 す る こ と。 新 た な不 動 産 を

形 成 す る形 態 の1つ 。 そ の 不 動 産 部 分 をagoviddと い う。

aystangning休 職 。 公 務 員 が起 訴 され た場 合 な ど に当 分 の 問 そ の 職 務 の

執 行 を禁 止 す る措 置 。

aysattningsblockad商 品 ボ イ コ ッ ト。blockadも み よ。

avtal契 約 。

avtaladskriftform書 面 に よ る契 約 の合 意 。単 な る 申込 み と承 諾 だ けで は

拘 束 的 で な く,契 約 書 に署 名 す る こ とに よっ て契 約 が成 立 す る もの とす

るiし ば しば 黙 示 的 な合 意 。

avtalslagen契 約 法 。 正 式 の名 称 は 「財 産 権 の 分 野 に お け る契 約 お よびそ

の他 の法 律 行 為 に 関す る法 律(1915:218)」 。契 約 法 の内 容 は ほぼ わ が

国 の民 法 総 則 に相 当 す る。

avtalsprincipen契 約 主 義 。 譲 渡 契 約(例 え ば売 買)の 成 立 と同時 に,譲

受 人 は 目的物 につ い て引 渡 し(占 有 の移 転)を 要 せ ず,物 権 的保 護(譲

渡 人 の債 権 者 に対 す る保 護)を 取 得 す る とい う法 原 則 。 これ に対 して

引 渡 し を必 要 とす るの はtraditionsprincipen(引 渡 主 義)*

avtalsvite違 約 金 。Viteも み よ。

avtakt(密 猟 ・密 漁 者 に対 す る)実 力 行 使 権 。 密 猟 ・密 漁 の現 場 で,そ

の者 か ら獲 物 や銃 ・釣 具 な ど を剥 奪 す る権 利 。 そ の現 場 の土 地 ・水 域

の所 有 者 等 に属 す る。

avvecklingsackord清 算 和 議 。1ikvidationsackordも み よ。

avvisning① 訴 え の却 下 。② 外 国人 の 国外 退 去 を命 ず る(警 察 機 関 に よ

る)決 定 。 こ の 決 定 は入 国 審 査 の 際 有 効 な旅 券,査 証,滞 在 費 の不 所

持 な ど形 式 的 理 由 に よ りな され る 。 そ の結 果 本 国 へ の 送 還 が 政 治 的 迫

害 の危 険 を伴 う と きは,migrationsverket(移 民 庁)が 判 断 す る こ とに
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な る。

Bの 部

bagatellmal軽 微 事 件 。 法 定 刑 が 罰 金 以 下 の犯 罪 に関 す る刑 事 訴 訟事 件 を

指 す 日常 用 語 。

bakary逆 相 続 。 被 相 続 人 の両 親 に よる相 続 。 こ の相 続 人 をbakarvingar

(逆相 続 人)と い う。

balk〔code〕 スウェーデン王 国 法 典 の主 要な 「部」。例 えば,aktenskapsbaiak

(婚姻 法 の部),rattegangsbalk(訴 訟 手 続 法 の 部)な ど。1agboken(法

書)で は 逼例,そ の 「部 」 中 の 適 切 と考 え られ る箇 所 に 関連 法 令 が 収

録 され て い る 。 〔全 て の 国 会 制 定 法 がbalkで は ない こ とに注 意一 と く

に英 訳 を読 む場 合 。〕

bankgaranti銀 行 保 証 。

bargarning現 行 犯(の 行 為)。 犯 罪 の現 場 お よび そ こか ら継 続 的 に追 跡

され て い る者 の 行 為 。

barnadrap嬰 児 殺 。女 性 が そ の子 を出 生 時 ま た はそ の直 後 に殺 す こ と(刑

法3章3条)。

basbelopp(一 般 社 会 保 険 の)基 礎 額 。 本 来 は 「一 般 社 会 保 険 法(1962:

730)」 に お い て年 金 を貨 幣価 値 の変 動 に連 動 させ る た め に定 め られ た

もの で あ るが,現 在 で は他 の分 野 で も同様 の 目的 で利 用 され てい る(例

えば,奨 学 金 や法 律 扶 助 手 数 料 の算 定 につ い て)。 政 府 が毎 年 決 定 す る。

bearbetning(著 作 権 法 上 の)翻 案 。

beaupossidentes幸 福 な 占有 者 た ち。 占有 自体 が そ の 取得 原 因 い か ん に関

わ りな く,占 有 者 に法 的見 地 か ら有 利 な地 位 を与 え る こ との表 現 。 「占

有 す る者 は幸福 で あ る。」 とい わ れ る。

bedrageri詐 欺 罪 。 通 常 の詐 欺 と重 大 な詐 欺 とに分 か れ る(刑 法9章1,3

条)。

bedragligtbeteende詐 欺 的行 為 の罪 。 軽 微 な 詐 欺 で,宿 泊 施 設,レ ス ト
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ラ ン,交 通 機 関 の利 用 等 に関 す る詐 欺 は これ に属 す る(同 章2条)。

befintligtskick現 状(有 姿 〉 の ま ま。 売 買 の 目的 物 に 関 す る事 実 上 の蝦

疵 につ い て売 主 を免 責 す る契 約 条 項 。 こ の よ うな 条 項 は無 効 と され る

場 合 が あ る。

befogenhet(代 理 人 の本 人 との 関係 にお け る)内 部 的代 理 権(委 任 の範

囲)。 第 三 者 との 関係 にお け るbehorighet(外 部 的代 理 権)*よ りも しば

しば 範 囲 が狭 い 。 講 学 上 「委 任 の 範 囲 は代 理 権 の 範 囲 よ り も狭 い 」 と

い わ れ る。

begreppsjurisprudens現 在 で は古 い 法律 学 の 方 法 に対 す る蔑 称 。

begransadnyttjanderatt制 限 的用 益 権 。nyttjanderattも み よ。

begransadratt所 有 権 以 外 の財 産 に対 す る権 利 。

begransadsakratt制 限物 権 。 所 有 権 以外 の,物 権 的 に保 護 され る財 産 権

につ い て と くに従 前 用 い られ た名 称 。 例 え ば,質 権 ・抵 当権 。

behovsprincipen必 要性 原則 。 公 的機 関 に よる強 制 は,意 図 す る結 果 を達

成 す る た め に必 要 な形 態 お よ び 限度 に お い て の み 行 使 す る こ とが で き

る,と い う一 般 公 法 上 の 原 則 。

behorighet外 部 的代 理 権 。befogenhet参 照 。

behorighetsmissbruk代 理権 乱 用 罪 。 本 人 に対 す る背 任 で は な く,代 理 権

を乱 用 して そ の他 の 者 に損 害 を与 え る こ と(刑 法10章6条)。

bekraftadcheck(certifieradcheck)支 払 保 証小 切 手 。

bekraftelseed確 証 宣誓 。assertoriskedも み よ。

beneficium贈 与,利 益 。 特 別 な意 味 と して は:① 強 制 執 行,破 産 等 の 場

合 に,自 己 お よび そ の家 族 の存 在 に必 要 な財 産 等 を免 除 して も らえ る

債 務 者 の権 利(beneficiumcompetentiae)。 ② 単 純 保 証 人 が債 権 者 に

対 し て,ま ず 債 務 者 本 人 か ら の 支 払 を 求 め る こ と が で き る 権 利

(beneficiumordinis)o

benefikrattshandling(benefiktavtal)無 償 法律 行 為(無 償 契約)。

benadning(nad)恩 赦 。 有 罪 判 決 を受 け た者 の刑 の全 部 また は一 部 を

免 除 す る政 府 の行 為(統 治組 織 法11章13条)。
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beredningsorgan準 備 機 関 。決 定機 関が 案 件 を評 議 に取 り上 げ る前 に,そ

れ に必 要 な調 査 を行 う こ とを職 務 とす る機 関 。 例 え ば,選 挙 準 備 委 員

会 。

beredskapslagar非 常 事 態 法 。 戦争 の危 険 な ど非 常 事 態 に備 え て制 定 され

る法 律 で,そ の施 行 は特 別 の 決 定 に よる。

beriktigande訂 正 。 例 え ば,新 聞 や放 送 にお け る不 正 確 な事 実 情 報 の

訂 正 の こ と。genmalesratt参 照 。

beroendeuppdaragstagare従 属 的 受 任 者 ・請 負 人 。 雇 用 され て はい な い

が,労 働 者 と基 本 的 に 同0視 しう る よ う な従 属 的 地位 にあ る受 任 者 ・

請 負 人 。 い わ ゆ る 社 会 的 労 働 者 概 念 に よ れ ば 労 働 者 と み ら れ る 。

arbetstagae参 照 。

berattmod熟 慮 の う え で 。犯 罪 を熟 慮 の うえ で行 う こ と。hastigtmod

参 照 。

berattigandetredjemansavtal第 三 者 の た め の 契 約 の 受 益 者 。tredje-

mansavtalも み よ。

besitining占 有 。複 数 の者 が 同時 に相 互 に無 関係 にあ る物 を占有 して い る

と きはsambesitning(共 同 占有)で}全 員 と して の み 占有 して い る と

き はgemensambessitning(総 占有)で あ る。 占有 概 念 につ い て は と

くに争 い が激 しい 。

besittningsratt無 期 限 占有 権 。 主 と して 若干 の無 期 限 の用益 権 の総 称 。 占

有 権 と混 同 しない こ と。

beskrivandeurkund報 告 文 書 。dispositivaurkund参 照 。

beslag押 収 。 強 制 捜査 の 一 つ の 手段 。

beslut決 定(裁 判 所 ま た は行 政 機 関 に よ る)。

bestickning贈 賄 罪 。mutbrott参 照 。

bestridande訴 訟 手 続 にお け る被 告 の 請 求 棄 却 の 申立 て 。 そ の 反 対 は請 求

の認 諾(medgivande)。fornekande参 照 。

bestaendeinvandning(手 形 の)物 的抗 弁 。 人 的抗 弁 はexstingibelinva-

nninga
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bestamtgods特 定 物 。

besvar抗 告 。 裁 判 所 の 決 定 お よび公 的機 関 の拘 束 的 な終 局 決 定 に対 す る

不 服 申立 て の 旧称 。

besvar6verdomvilla重 大 な訴 訟 手 続 違 反 に よ る特 別 上 訴 。 現 在 で は

Klaganoverdomvillaと い う。domvillaも み よ。

besva.rshanvisning抗 告 に関す る教 示 。 決 定 書 に抗 告 の 仕 方 につ い て 附記

す る こ と。

besvarsmyndighet抗 告 機 関 。抗 告事 件 につ い て審 査 ・判 断 す る機 関。

bes幅rssubjeet抗 告 す る権 利 を有 す る者 。

besvarstid抗 告 期 間 。

besoksforbud訪 問禁 止 。犯 罪 の危 険 また はハ ラス メ ン トか ら保 護 す べ き

対 象 者 に,訪 問 も し くは そ の 他 の 方 法 で 接 触 し,ま た は そ の者 を追 跡

す る こ との 禁 止 。 この 決 定 は検 察 官 が 発 し,申 立 て に基 づ き裁 判 所 に

よ って 審査 され る。 命 令 違 反 者 は罰 金 また は最 高1年 の拘 禁 に処 せ られ

る。 「訪 問 禁止 に関 す る法 律(1988:688)」 が あ る。

betalningsforelaggande支 払 命 令 。 弁 済期 の 到 来 した金 銭 債 権 につ い て

kronofogdemyndighet(執 行 官 局)*が 取 り扱 う簡 易 訴 訟 手 続 で発 せ ら

れ,確 定 す れ ば債 務 名 義 の 効 力 を有 す る。 この 命 令 に対 して は相 手 方

債 務 者 の 申立 て に基 づ き地 方 裁 判 所 に よる再 審 理 が行 わ れ る。 「支 払 命

令 お よび 簡 易 訴 訟 手 続 に 関 す る法 律(1990:746)」 が あ る。 従 前 は地

方裁 判所 で 取 り扱 わ れ て い たが,本 法 に よ り改 め られ た。

betalningssakring(租 税 債 権 の)支 払 確 保 。公 租公 課 の支 払 を確 保 す るた

め に行 政 地 方 裁 判 所 が 決 定 す る措 置 。 こ の措 置 が と られ た財 産 は譲 渡

す る こ とが で きず,国 は破 産 また は差 押 え の 際 に優 先 弁 済権 を有 す る 。

beteendedelikt挙 動 犯,形 式 犯 。handlingsdeliktも み よ。

betingelse契 約 の(留 保)条 件 。 往 々,再 売 買 の 約 定 な ど新 た な所 有 者

ま た は 第 三 者 で あ る債 権 者 に対 して は必 ず し も拘 束 的 で な い契 約 条 項

を指 す の に用 い られ る 。 条 件 付 債 権 はvillkorligfordran*。betanktid

(離 婚 の)熟 慮 期 間。 夫 婦(の 一 方)が16歳 未 満 の監 護 す る子 と同居 し
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て い る と き,ま た は一 方 の み が 離 婚 を欲 す る と きは,最 低6月 の 熟慮 期

間 の経 過 が必 要 とさ れ る。

bevakning監 守 。権 利 を主 張 また は保 全 す る 目的 で な され る法 定 の措 置 ,

例 え ば遺 言 書 原 本 の 地 方 裁 判所 へ の提 出,破 産 にお け る債 権 の届 出。

bevisborda証 明責 任 。bebiskrav参 照 。

bevisfaktum証 拠 事 実 。 〔わ が 国 の 間接 事 実 に相 当す る 。〕

Levisf6rem邑1証 明 の対 象 。 証 明 され るべ き事 実 関係 。

bevisf6ring立 証 。fribevispr6vningも み よ。

bevisf6rvanskning証 拠 歪 曲罪 。無 実 の 人 を有 罪 にす る た め に故 意 に証 拠

を歪 曲 も し くは 隠匿 し,ま た は虚偽 の証 拠 を援 用 す る こ と(刑 法15章8

条)。 対 象 とな る証 拠 は,同 法14章 の 文 書 等 偽 造 罪 の対 象 以 外 の全 て の

もの 。 また,真 犯 入 を無 罪 に す る た め の証 拠 歪 曲 は,犯 人 保 護 罪 と し

て 同法17章11条 が適 用 され る。

beviskrav証 明 度 。 証 明責 任 を果 た す た め に達 しな け れ ば な ら な い証 明

力 。 〔したが っ て,証 明度 は 「証 明責 任 の 具体 化 」 を意 味 す る とい わ れ

る。拙 著 『訴 訟 にお け る主 張 ・証 明 の法 理 』412頁 参 照 。〕

bevismedel証 拠 方 法 。 証 人 尋 問,書 証,検 証 な ど をい う。 〔わ が 国 や ド

イ ツ にお け る用 法 とはや や 異 な る 。 「証 明 の手 段 ・方 法 」 を含 意 して い

る の で あ ろ う。 拙 著 『訴 訟 にお け る主 張 ・証 明 の法 理 』75頁 参 照 。〕

bevismarke(刑 法 の)証 票 。 あ る権 利 を有 す る こ とま た は給 付 を した こ

と な ど を証 す る もの(例 え ば各 種 の 入場 券,乗 車 券)。 刑 法14章1条 に

い う文 書 偽 造 罪 の 「文 書」 に該 当す る。kontrollmarke ,vardemarke参

照 。

bevisningtillframtidasakerhet証 拠 保 全 。

bevisomedelbarhetetensprincip証 拠 直接 性 の原則 。omedelbarhetetsprinci-

penも み よ。

bevisprovning証 拠 審 査 。 通 常 は証 拠 評価 の こ と。 しか し往 々立 証 と証 拠

評 価 の双 方 の 意 味 で用 い られ る。fribevisprovningも み よ。

Levisskyldighet証 明 義 務 。 証 明 責 任 を意 味 す るが,現 在 で は全 く使 わ れ
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な い とい って よい 。

bevistalan(少 年 非行 に 関 す る)証 明 事 件 。15歳 未 満(刑 事 責 任 無 能 力

者)で 犯 罪 的 行 為 を犯 した と疑 わ れ る者 につ い て,裁 判 所 が そ の事 実

の存 否 を審 理 す る事 件 。social並mnd(社 会福 祉 委 員 会)*,lansstyrelse

(県 中央 行 政庁)申等 か らの 陳述 を受 け て,検 察 官 が 申立 て を し,手 続 を

追 行 す る 。 「年 少 法 律 違 反 者 に関 す る特 則 を定 め る法 律(1964:167)」

37条 参 照 。

bevistema証 明 の対 象 。bevisforemal*に 同 じ。

bevisuppgift立 証 に関 す る情 報 。 当事 者 が 援 用 し よ う とす る証 拠 お よ び

そ の証 拠 に よ って立 証 し よ う とす る事 項 に 関す る情 報 。

bevisupptagning証 拠 調 手 続 。 裁 判 所 が 証 拠 資 料 を入 手 す る手 続,例 え

ば証 人 尋 問 。

bevisvarde証 拠 価 値 。証 明 力 の こ と。

bevisvardering証 拠 評 価 。fribevispr6vning参 照 。

biavtal従 契 約 。 他 の契 約(主 契 約)に 直 接 的 に依 存 す る 契約 。 例 えば,

保 証 契 約 は これ に属 す る とされ る。

bifirma副 商 号 。 事 業 者 が そ の 活 動 の 一 部 を行 うた め に用 い る 商号 。 商

号 に関 す る法 令 の規 定 は副 商 号 に も適 用 され る。

biforpliktelse従 義 務 。他 の義 務(主 義 務)に 直 接 的 に依 存 す る義 務 。例

え ば,利 息 を支 払 う義務 は元 本 を支 払 う義 務 に依 存 す る 。

billighet公 正 ・適 正 。 日常 用 語 的 に は,「 廉 価 」 とい う意 味 。 形 容 詞 は

billig(公 正 ・適 正 な,安 い)。

billan自 動 車 の借 用(自 動 車 の使 用 窃 盗)。 自動 車 そ の他 の エ ンジ ン付 き

乗 物 の使 用 窃 盗 をい う 日常 用 語 。

bisdeeademrenesitactin(nebisinidem)「 同一 物 につい て二 度 の訴 訟 は許

され な い 。」 判 決 の既 判 力 を表 現 す る文 。

bisittare陪 席 裁 判 官(員)。 裁 判 機 関 と して の 裁 判 所 に お け る裁 判 長 以

外 の構 成 員 。

blandatavtal混 合 契約 。
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blandatm$1混 合 訴 訟 。 処 分 主 義 的訴 訟(本 案 につ い て和 解 が 許 容 され る

訴 訟)と 非 処 分 主 義 的訴 訟(本 案 につ い て和 解 が許 容 され ない訴 訟)と

が 同 一・訴 訟 手 続 で行 わ れ る こ と。 この 場 合 の 手 続 は非 処 分 主 義 的 訴 訟

の そ れ に よ るが,当 事 者 は原 則 と して 処 分 主 義 的 訴 訟 の 判 決 の 基 礎 と

な る訴 訟 資 料 につ い て処 分 で きる。 混 合 訴 訟 は例 え ば,離 婚 訴 訟 に お

い て扶 養 の 問 題 が 取 り上 げ られ る と きに生 ず る。

blandataktenskap宗 際 婚 。 異 な る宗 教(派)に 属 す る者 同士 の婚 姻(宗

際婚 は一応 の 造 語)。

blankettstraffbud白 紙 刑 罰 規 定 。例 え ば税 法 の分 野 に存 在 す る,単 に刑

罰 の み を規 定 してお り,犯 罪 の 内 容 に つ い て は他 の 法 規 を指 示 す る刑

事 法 規 。 他 の 法 規 にお い て規 定 され る犯 罪 行 為 は しば しば 随 時 変 更 さ

れ るが,刑 罰 の 範 囲 は変 更 を要 しない 。

blancoaccept白 地 引受 。 未 完 成 の為 替 手 形 に な され る引 受 。

blancokredit無 担 保 ・無保 証 の信 用 貸 し。

blank・fullmakt白 紙 委 任 。 この用 語 は と くに特 定 事 件 で は な く訴 訟 一般

に 関す る訴 訟 代 理 を授 権 す る場 合 に用 い られ る。

Uankoindossament(indossamentinblanco)白 地 裏 書 。

blankotestamente白 紙 遺 言 。 遺 言 者 が他 の 者 に,遺 産 に つ い て 自由 に定

め る こ とを委 ね る遺 言 。法 律 上 の効 力 をな ん ら有 しな い。

blanko6verl邑telse白 地 譲 渡 。 譲 渡 人 が 譲 受 人 の氏 名 を記 載 しな い ま ま署

名 し て 有 価 証 券 を 譲 渡 す る こ と 。 株 券 の 譲 渡 の 場 合 に は 通 常

blankotransport(白 地 移 転)と よ ばれ る。blankoindossament参 照 。

blockad(争 議 手 段 と して の広 義 にお け る)ボ イ コ ッ ト。 労 使 双 方 に よ っ

て用 い られ る 。prickning(ピ ケ ッテ ィ ン グ)*は そ の 一 形 態 とみ られ

る。bojkottも 参 照 。

blodskam近 親 相 姦 。 古 い ス ウ ェ ー デ ン語 の表 現 。incest参 照 。

boあ る人 の資 産 お よび債 務 の 全 部 。 往 々資 産 の み を意 味 す る 。

bodelning財 産 分 割 。 配偶 者 間 のgiftratt(婚 姻 権)*財 産 また は生 存 配偶

者 を含 む 共 同相 続 人 間 にお け るkvarlatenskap(遺 産)*の 分 割 。 〔ス ウ ェ
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一 デ ン法 にお け る相 続 の 仕 方 は や や 複 雑 で あ る。 そ の 説 明 と して例 え

ば,菱 木 昭 八 朗 「ス ウ ェ ー デ ン改 正 相 続 法 に お け る生 存 配 偶 者 の相 続

権 」 専 修 法 学論 集48号(1986)参 照 。〕

bojkott争 議 手段,ボ イ コ ッ ト。現在 で は ほぼblockad(ボ イ コ ッ ト)と 同

じ意 味 。

bokbetalning貨 幣 を用 い ず,指 図,振 替 等 に よ る金 銭 の移 動 の名 称 。

bokforingsbrott記 帳 犯 罪 。 故 意 ま た は過 失 に よ り記 帳 義 務 を怠 っ て,帳

簿 の記 載 に基 づ く事 業 活 動 の状 況 お よ び経 過 の 判 断 を で きな く して し

ま う債権 者 に対 す る犯 罪(刑 法11章5条)。

bolag会 社 。 二 人 また は よ り多 数 の者 が 契 約 に よっ て経 済 活 動 を行 うた

め に形 成 す る社 団。aktiebolag,handelbolag,kommanditbolag,enkelt

bolag,tystbolag参 照 。

bolagsordning(株 式 会社 の)定 款 。

bolagsst義mma株 主 総 会 。konstituerandebolagsstamma(設 立株 主総 会=

創 立 総 会)sarskilldbolagsstamma(特 別 株 主 総 会 一創 立 総 会 にお い

て取 締 役 お よび 監査役 の 選 任 が な され て い な い と き,創 立 総 会 の後 速

や か に),extrabolagsstamma(臨 時 株 主 総 会)。

bonitas(godhet)弁 済 能 力 が あ る こ と。veritasも み よ。

bonuspalerfamilias(godfamilierfar)良 き家 長,通 常 人 。

borgen保 証 。保 証 人 はborgensman,loftesman。

borgenar債 権 者 。債 務 者 はgaldenar*。

borgenarssammantrae(和 議 手 続 の)債 権 者 集 会 。債 務 者 が提 出 した和

議 案 につ い て決 定 す る裁 判所 にお け る債 権 者 集会 。

borgerligdod民 事 死 亡 。dodsforklaring*に 同 じ。

borgerligkommunn第 一 次 地 方 自治 体 。primarkommunも み よ。

borgerligvigsel市 民 法 婚 の挙 式 。権 限 を有 す る非 教 会 婚挙 行 者(地 方 裁

判 所 裁 判 官 等)に よ っ て 行 わ れ る 婚 姻 の 挙 式 。 そ の 反 対 はkyrklig

vigsel(教 会 婚 の挙 式)*。

bortfallandeavpafoljd刑 事 制 裁 の消 滅 。 訴 追 の 時効 と刑 事 制 裁 の 時 効 と
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の総 称(刑 法35章 の 題 名)。 わが 国 と異 な り後 者 につ い て も刑 法 が 定 め

る。

bortfraktare運 送 人 。fraktavta1も み よ。

boskifte財 産 分 割 。bodelning(遺 産 分 割)の か つ ての 形 態 。

bostadsarrende宅 地 賃 貸 借 。

bostadsdomstol住 居 裁 判 所(SFS1994:835で 廃 止)。hyresnamnd(建 物

賃 貸 借 紛 争 処 理 委 員 会)の 判 断 に対 す る上 級 審,若 干 の住 宅 紛 争 につ

い て は最 終 審 で あ っ た 。廃 止 後 そ の権 限 は ス ヴ ェ ア高 等 裁 判 所 に 引 き

継 が れ て い る。 「ス ヴ ェ ア高 等 裁 判 所 にお け る建 物 賃 貸借 事 件 の訴 訟 手

続 に関す る法 律(1994:831)」 が あ る。

bostadsratt住 居 権 。 住 居 権 組 合(bostadsrattfOrening)の 構 成 員 に属 す

る用 益 権 の 形 態 。 そ の 譲渡 は有 効 で あ り譲 受 人 は組 合 の構成 員 にな る 。

「住 居 権 に関 す る法律(1991:614>」 が あ る。 わが 国 の 区分 所 有 権 に類

似 す る権 利 。 〔区 分 所 有 権 とい う訳 もあ る よ う だが,単 純 な同0視 は危

険 。〕

bostadsrattforening住 居 権 組 合 。 そ の所 有 す る建 物 に つ い て組 合 員 に無

期 限 の用 益 権 を設 定 す る こ と を 目的 とす る 。ekonomiskf6rening(経

済 的社 団)*。

bouppteckning(資 産 お よび負 債 全 部 につ い て の)財 産 目録 の作 成,財 産

目録 書 。

bouppteckningsed財 産 目録 宣 誓 。破 産 手 続 にお い て債 務 者 が財 産 目録 の

正 確 性 を保 障 す る宣 誓 の こ と(「 破 産法(1987:672)」6章3-5条)。 な

お,財 産 目録 宣 誓 は と りわ け死 亡 お よび 離婚 の 場 合 に も行 わ れ る。

bouppteckningsforelyggande財 産 目録 命 令 。 財 産 目録 が所 定 の期 間 内 に

作 成 されず か つ提 出 され な い と き,ま た は提 出 され た 目録 に欠 陥 が あ る

と き に裁 判 所 が発 す る過 料 の命 令 。

bouppteckningsforfattare財 産 目録 作 成 者 。 遺 産 共有 者 ま た は遺 産 を管 理

す る者 等 に よ って 選任 され,財 産 目録 の作 成 に あ た る2名 の 「有 能 で信

頼 に値 す る財 産 管 理 人 」。
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bouppteckningsprotokoll財 産 目録(点 検)調 書 。 下 級 裁 判 所 にお け る財

産 目録(の 点 検)等 に関 す る案件 につ い て作 成 され る調 書 。

boutredning(utredningavd6dsbo)遺 産(財 団)の 調 査 。 遺 産(財 団)

につ い てそ の最 終 的清 算 す なわ ち遺 産 分 割 に至 る まで に採 られ るべ き各

種 の措 置 の 総称 。

boutredningsman遺 産(財 団)調 査 人 。 遺 産 共有 者 の 申請 に基 づ き地 方

裁 判 所 に よ っ て任 命 され る。 この場 合 にお け る遺 産(財 団)の 調 査 は,

共 有 者 で な く調 査 人 の 職 務 に属 す る。

brevhemligheten信 書 の秘 密 。 信 書 の 内 容 が 漏 洩 す る危 険 な しに郵 便 官

署 にそ の 配 達 を委 ね る こ とが で きる 私 人 の原 則 的 な権 利 。 同様 の権 利

は電 話 に よる通 信 につ い て も存 す る(電 話 通 信 の 秘 密)。

brevimenutraditio簡 易 の 引 渡 し。traditiobrevimanuに 同 じ。

brist数 量 の不 足 。売 買 の 目的物 につ い て売 主 は十 分 なi数量 と して引 き渡

したの にそ れが 十 分 で ない こ と。fel参 照 。

brott罪,犯 罪 。 刑 法 典 の 規 定 で は,人 に対 す る罪(3-7章),財 産 罪

(8--12章),国 家 お よび公 衆 に対 す る罪(12-22章)に 大 別 され て い る。

Lrottmotallm5nordning公 共 の秩 序 に対 す る罪(刑 法16章)。 例 えば,騒

乱,民 族 集 団 に対 す る憎 悪(8条),不 当 な差 別(9条)な ど。

brottmotallmanverksamhet公 的活 動 に対 す る罪(刑 法17章)。 公 務 執 行

妨 害,犯 人保 護 な ど。

brottrnotallmanheten公 衆 に対 す る罪 。 国 家 に対 す る罪 と個 人 に対 す る

罪 との 中 間 的 な 罪 の 総 称 。 公 共 危 険罪(刑 法13章),偽 造 罪(14章),

偽 証 罪 等(15章)な ど。

brottm・tborgenarer債 務 者 の 債 権 者 等 に対 す る罪(刑 法11章)。 単 に

個 々 の 債 権 者 に対 す る もの で は な く債 権 者 全 体 に対 す る犯 罪 。 判 例 上

最 も多 い の は記 帳義 務 違 反 の罪(5条)と い わ れ る。

brottmotfamilj家 族 に対 す る罪(刑 法7章)。 重婚,子 供 を一 方 的 に監 護

者 か ら引 き離 す 行 為 な どの 罪 。

brottmotfrihetochfrid自 由お よび平穏 に対 す る罪(刑 法4章)。 脅 迫,住
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居 侵 入 等 。

brottmotgriftefrid墳 墓 の 平 穏 に 対 す る 罪(刑 法16章10条)。 公 共 の 秩 序

に対 す る 罪(同 章)の 一 つ 。

brottmotlivochhalsa生 命 お よ び 健 康 に対 す る 罪(刑 法3章)。 殺 人,傷

害 等 。

brottmotmedborgerligfrihet市 民 的 自 由 に対 す る 罪(刑 法18章5条)。 表

現 ・集 会 ・結 社 の 自 由 を 不 法 な 強 制,脅 迫 を 用 い て 侵 害 す る こ と を 意

図 す る 行 為 。

brottmotriketssakerhet国 家 の 安 全 に対 す る 罪(刑 法19章)。 国 の 外 的

安 全 に対 す る 罪,例 え ば ス パ イ 行 為 罪 。 内 的 安 全 に対 す る 罪 に つ い て

はhogmalsbrott参 照 。

brottmotrosthemlighet投 票 の 秘 密 を侵 害 す る 罪(刑 法17章9条)。

brottmottystnadplikt守 秘 義 務 違 反 の 罪(刑 法20章3条)。

brottmal刑 事 訴 訟 。.

brottsbalken刑 法(典)。

brottsbeskrivining法 律 に お け る 可 罰 的 行 為 の 記 述 。

brottsetiologi(brottgentik)犯 罪 原 因 論 。 犯 罪 学 の 原 因 論 。

brottsforebygganderadet,BRA(NationalCouncilforCrimePrevention)

犯 罪 防 止 委 員 会 。 法 務 省 に属 す る 国 家 機 関 。 委 員 の 過 半 数 は 国 会 議 員 。

brottskatalogen犯 罪 目 録 。 往 々 刑 法 典 に お け る全 て の 犯 罪 の 総 称 と し て

用 い ら れ る 。 ま た,「 出 版 の 自 由 に 関 す る 法 律 」 に お け る 出 版 犯 罪 の 列

挙(同 法7章4,5条)に つ い て も使 わ れ る 。 〔出 版 犯 罪 に つ い て は,拙

著 『ス ウ ェ ー デ ン の 司 法 』245-6頁 参 照 。〕

brottskonkurrens犯 罪 の 競 合 。sammntra.ffandeavbrottに 同 じ。ideall

brottskonkurrens(観 念 的 競 合)とreellbrottskonkurrens(事 実 的 競

合)=併 合 罪 とが あ る。

brottsoffermyndighetCCrimeVictimCompennsationandSupport

Athority〕 犯 罪 被 害 者 庁 。

brottspreskription犯 罪 の 時 効 。atalspreskription*に 同 じ。



32 神奈川法学第37巻 第2・3号2005年 (464)

brottsprodukt犯 罪 の所 産 。 偽 造 の文 書,通 貨 な ど。

brottspafoljd刑 事 制 裁,刑 罰,刑 法 典 にお け るb6ter(罰 金)*,fangelse

(拘 禁,懲 役)*そ の他 の 制 裁 の 総 称 。sarskildrattsverkan参 照 。

brottsrubrisering犯 罪 の 分 類 。 具 体 的 な犯 罪 行 為 を特 定 の 犯 罪 類 型 の も

と に分 類 す る こ と,す な わ ち法 律 にお け る犯 罪 の記 述 。

brukandeavnagotforfalskat偽 造 物 件 の行 使 罪 。

brukandeavosannurkund内 容 虚偽 の 文 書 の行 使 。osantintygandeも

み よ。

bruksratt利 用 権 。 財 産 を利 用 す る 制 限 的権 利 の こ と,す な わ ち各 種 の

用 益 権 お よび地 役 権 。sakerehtsratt参 照 。

brytandeavpost-ellertelhemlighet郵 便 物 ま た は電 気 通 信 の秘 密 侵 害 罪

(刑 法4章8条)。 公 的 な配 達 ・送 信 施 設 を通 じて配 達 ・送 信 中の郵 便 物 ・

通 信 に不 法 に接 す る こ と。 上 記 行 為 に当 た ら ない 場 合,例 え ば,配 達

済 みの信 書 の 開被 な どは,intrangiforvar(保 管 の侵 害 罪)に な る(同

章9条)。

B-skatt申 告 所 得 税 。 税 務 申告 に基 づ き税 務 機 関(税 務 署)が 査 定 して

課 す る所 得 税 。

bud(budsbarare)使 者 。

bulvanわ ら人 形 。 自分 の 名 で 法 律 行 為 をす る こ と を欲 しな い他 人 の た

め に(例 え ば,そ の行 為 を禁 止 され て い るが ゆ え),外 見 上独 立 に法律

行 為 を行 う者 。

bundenaktie譲 渡 制 限株 式 。

bygglov建 築 許 可 。byggnadnamnd(建 築物 委 員 会)に よ っ て与 え られ

る。 この 委 員 会 は各 第 一次 地 方 自治 体 に少 な く と も一 つ存 在 す る(「 建

築 計 画 お よび建 築 に関 す る法 律(1987:10)」1章7条)。

bygnad義ofrigrund不 自 由地 上 の建 物.敷 地 所 有 者 以外 の 者 の所 有 に属

す る建 物 。

bygnadstillbehδr建 物 の従 物 。

byrakratiskbeslutform官 僚 制 的 決 定 形 態 。 合 議 体 の公 的機 関 に お い て,
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そ の長 が単 独 で 決 定 を行 う こ と。

byte交 換 。

bat小 船 舶 。 長 さ12メ ー トル 未 満 また は幅4メ ー トル未 満 の船 舶 。skePP

参 照 。

batbyggnadsforskott小 船 舶 建 造 前 渡 金 。 小 船 舶 を建 造 す る 際 に注 文 者 が

製 作 者 に支 払 う前 渡 金 。 そ の 登 記 に よ って 製 作 者 が 破 産 しま た は差 押

え を受 けた と き,注 文 者 は建 造 物 につ い て優 先 弁 済権 を有 す る。

bordsmal出 生 事 件,父 性 取 消 しの訴 え。婚 姻 法 上 の 出 生 の確 定 に 関す る

訴 訟 事 件(親 子 法3章1-4条)。

boter罰 金 。 罰 金 に は三種 類 あ る が,dagboter(日i数 罰 金)*が 刑 法 の定

め る通 常 の罰 金 で あ る 。 な お,わ が 国 と異 な り科 料 は な い 。dagboter,

normerandeboter,penningsboterも み よ。

botesforvandling罰 金 の換 刑 。 罰 金 が未 納 の 場 合 に,検 察 官 は最 低14日

最 高3月 の拘 禁 に換 刑 す る こ と を求 め る事 件 を提 起 す る こ とが で きる。

Cの 部

C&f運 賃 込 み 。fraktfrittも み よ。

causa(orsak,grund)(法 律 行 為 の)原 因 。 法 律 行 為 を基 因 したそ の背

後 に存 す る事 実 関係,例 えばskuldebrev(債 務 証 書)*の 作 成 ・発 行 の原

因 は債 務 。

cautiojudi¢atumsolvi訴 訟 費 用 支 払 の担 保 。外 国 の原 告 に対 して被 告 の

申立 て に よ り求 め られ る 。 「訴 訟 費 用 の担 保 を供 すべ き外 国 の 原 告 の義

務 に 関す る法 律(1980:307)」 が あ る。

caveatemptor買 主 は用 心 せ よ。売 買 契 約 締 結 ま た は引 渡 しの時 点 にお け

る 目的 物 の不 足 また は暇 疵 に関 す る買 主 の調 査 義 務 の 表 現 。

cedent債 権 譲 渡 人 。

ceders債 権 を譲 渡 す る こ と。

certiparti〔chaterparty〕 傭 船 契約 。

certifieradcheck支 払 保 証小 切 手 。bekraftadcheckも み よ。
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cessibel譲 渡 可 能 な。

cessiobonorum財 産 の委 付,総 財 産 の 譲 与 。 債 務 者 が 自己 の財 産 を任 意

に債 権 者 た ち に委 ね る こ と。

csssiolegis法 定 譲 渡(移 転)。 例 え ば,債 務 を弁 済 した保 証 人 は,債 権

者 が 債務 者 に対 して有 す る債 権 を法 定 譲 渡(移 転)に よ り取 得 す る。

cession債 権 譲 渡 。

ceterisparibusそ の他 の 同様 の 関係 の も とで 。

checkduppelt小 切 手 の副 本 。

checkkorsning線 引小 切 手 。

chektrassat小 切 手 の 支 払 人 。trassatも み よ。

chefsradmantingsratt(地 方裁 判所),1ansratt(行 政 地 方 裁 判 所)の 部 長

判 事 。正 式 の 裁 判 官 の種 類 の 一 つ 。 「部 」 はavdelningと い う。

chikanシ カー ネ,害 意 に よる権 利 濫 用 。

circulation持 回 り評 議(審 議)。 判 決 そ の他 の判 断 の評 議(審 議)の 場 合

に,構 成 員 が 集 合 して行 う こ とな く,当 該 文書 を構 成 員 間で 回 覧 し,各

自が 順 次 そ の 意見 を記 載 す る とい う方 式 で行 う こ と。

civilavkastning民 事 果 実,法 定 果 実 。 利 息,土 地 ・建 物 の 賃 料 な ど。

naturligavkastning参 照 。

civildolus民 事 故 意 。 民 事 法 上(し か し刑 事 法 上 で は な い)の 効 果 を有

す る故 意 。

civilfordran民 事 債 権 。naturligfordran(自 然 債 権(務))*と 異 な り,

原 則 と して法 的 な方 法 で請 求 で きる 債 権 。

civilkommisssion民 事 取 次 。 い わ ゆ るhandelskommission(商 事 取 次)*

の性 質 を有 しない取 次。これ を行 う者 は民事 取次 人 とよばれる。kommission

参 照 。

civillag民 事 立 法(法 律)。 私 人 相 互 間 の 権 利 義 務 関係 お よ び民 事 訴 訟 に

関 す る立 法(法 律)。

civilm飢 民 事 訴 訟 。tvistemal*に 同 じ。

civilratt民 事 法,私 法 。 民 事 訴 訟 法 を含 ま ない 。
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cvilstand身 分(家 族)関 係 。 既 婚,未 婚,離 婚,寡 婦,寡 夫 の 別 を い

う。

civilkop民 事 売 買 。

civiisvek民 事 詐 欺 。 民 事 法 上(し か し刑 事 法 上 で は な い)の 効 果 を 有 す

る 詐 欺 。

civilaktenskap民 事 婚 。borgerligvigsel(市 民 法 婚 の 挙 式)*に よ っ て 成

立 した 婚 姻 。

clausulacassatoria期 限 の 利 益 喪 失 条 項 。forfalloklausul*の こ と。

clausularebussicstantibus事 情 変 更 条 項 。 契 約 ま た は 条 約 に お け る,合

意 の 存 続 は 締 約 時 の 支 配 的 事 情 が 基 本 的 に 変 更 さ れ な い こ と を 前 提 と

す る 旨 の 明 示 ま た は 黙 示 の 留 保 。

clearinghouse手 形 交 換 所 。

cogitationispoenamnemopatitur思 考 は 罰 せ られ な い 。 何 人 も内 面 の 思

考,意 見 等 の み に よ っ て は 罰 せ ら れ な い こ との 表 現 。

coiiatiobonorum(遺 産 財 団 へ の)財 産 の 持 戻 し。 ロ ー マ 法 上 の 表 現 で,

realcollation(相 続 人 が 被 相 続 人 か ら生 前 に贈 与 され た財 産 を 現 物 ま た

は価 額 で 遺 産 財 団 に返 還 ま た は償 還 す る こ と)に ほ ぼ相 当 す る 。kollation

もみ よ 。

commodatum使 用 貸 借 。 商 法11章 が 規 定 す る 。 金 銭 貸 借 はorstracWing*。

commodumrei売 却 物 の 利 益 。 売 却 物 の 所 有 権 の 移 転 に 関 連 して,売 主

ま た は 買 主 の ど ち らが そ の 果 実 ま た は こ れ に類 す る利 益 を 収 受 で き る か

とい う 問 題 。

compensatio相 殺 。kvittningの こ と。

compensatiolucricumdamno損 益 相 殺 。

compensationecessaria強 制 相 殺 。tvungenkvittningも み よ。

concursusnecessarius必 要 的 共 犯 。

eondectioindebiti非 債 弁 済(に よ る不 当 利 得 返 還 請 求 権)。

conditiojuric法 定 条 件 。

conductor用 益 権 者 。
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作 成 者(の 意)に 反 して 。 契 約 の 文 言 に 疑 義 が あ る

場 合 に は そ の 作 成 者 の 不 利 益 に解 す べ き だ とい う解 釈 原 則 の 表 現 。

corpusdelicti罪 体(証 拠)。 通 例,行 わ れ た 犯 罪 に 関 す る 外 観 上 認 識 で

き る証 拠 を さす 。

courtage仲 立 人 の 報 酬kurtage*に 同 じ。

crimen罪,犯 罪 。

crimenlaesaemajestatis大 逆 罪,反 逆 罪 。

cuiuscommodum,eiuspericulum利 益 を得 る 者 は 危 険 も負 わ な け れ ば な ら

い 。 危 険 負 担 の 原 則 の0つ の 表 現 。

eulpa過 失 。 過 失 を表 現 す る た め に 多 様 な ス ウ ェ ー デ ン語 が 用 い ら れ る 。

oaktsamhet,vardsloshet,oforsiktighet,vallande.い ず れ も過 失 の 意 で

あ る 。medevetenculpa(認 識 あ る 過 失)*。omedevetenculpa(認 識 な

き過 失=通 常 の 過 失)*。

culpalata重 過 失 。

culpalevis軽 過 失 。

culpaincontractu契 約 履 行 に あ た っ て の 過 失 。

culpaincontrahendo契 約 締 結 上 の 過 失 。

culpaincustodiendo監 督 上 の 過 失 。

culpaineligengo選 任 上 の 過 失 。

curator管 理 人(等)kuratorも み よ 。

cutodiahonesty(hedersfangelse)名 誉 拘 禁,禁 鋼 。

cutoff-klausul(抗 弁 権)切 断 条 項 。 不 動 産 売 買 契 約(書)に よ る売 主 の

権 利 を 取 得 し た 者 に対 し て,買 主 が 目 的 物 の 蝦 疵 等 に 関 す る 抗 弁 権 を

放 棄 す る 旨 の 契 約 条 項 。 消 費 者 売 買 契 約 で は 効 力 を 有 し な い 。

consensus(consensus,konnsens)合 意 当 事 者 間 の 意 思 の 合 致 。

constitutumpossessorium占 有 改 定 。

contralegem法 律 に 違 反 し て 。

contrastipulatorem

Dの 部
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da(ま た はnarra)minifactum,dabo(ま た はnarrabo)tibijusわ れ に事

実 を 与 え よ(語 れ),汝 に 権 利 を 与 え よ う。

dagaordning議 事 日程(表)。 あ る 機 関 ま た は 集 会 に お い て 取 り扱 わ れ る

べ き案 件 の 一 覧 表 。

dagboter日 数 罰 金(刑 法25章)。 刑 法 の 定 め る 通 常 の 罰 金 。 日i数 と 日額

に よ っ て 金 額(最 低 額 は450ク ロ ー ネ)を 定 め て 言 い 渡 す 。 日数 は 最 低

30日,最 高150日,日 額 は 被 告 人 の 収 入,財 産,扶 養 義 務二お よ び そ の 他

の 経 済 的 状 況 に か ん が み30ク ロ ー ネ 以 上1000ク ロ ー ネ 以 下 の 定 額 。

dagvaxel確 定 日払 手 形 。

damuumemergens実 在 損 害,積 極 的 損 害 。lucrumcessans参 照 。

danary相 続 人 が 存 在 し な い 相 続 の 旧 称 。

datioinsolutum(overlatelseforbetalning)代 物 弁 済 。

datiosolvendicausa(overlatelseforbetalningsskull)弁 済 の た め の 譲

渡 。

datovaxel日 付 後 定 期 払 手 形 。adatovaxelも み よ。

defacto-flyktning事 実 上 の 難 民 。 難 民 類 似 の 理 由 に基 づ き庇 護 を 認 め ら

れ た 外 国 人 。

dejure法 律 上,法 的 に み て 。

delegeferenda(omdenlagsomborgoras)立 法 論 法 律 制 定 に関 して。

広 義 で は 判 例 変 更 を 含 む 意 味 で 用 い られ る 。desententiaferenda,de

legelata参 照 。

delegelata(omdengjordalagen)解 釈 論,現 行 法 上 は 。

desententiaferenda(omdendomsomb6rg6ras)判 例 変 更 論,将 来 に

お け る 判 例 変 更 に あ た っ て は 。

debitor債 務 者 。

decisiv判 断,決 定 。

degenerationavvarumarke商 標 の 退 化,変 質 。 商 標 が 一 般 的 に使 用 さ れ

る よ う に な り,商 標 と して の 意 義 を有 しな くな る こ と。 例 え ば ダ イ ナ マ

イ ト(dynamit),グ ラ ム フ ォ ン(grammofon)。
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deklaraton税 務 申 告 。sjalvdeklarationも み よ。

deklaratorisk処 分 主 義 的 。dispositivも み よ。

delcredere(取 次 業 者 等 の)履 行 担 保 責 任 。kommissionar(取 次 業 者)*等

の 委 託 者 等 に 対 す る 上 記 責 任 。 〔わ が 国 の 商 法553条 に 相 当 し よ う 。〕

delaccept(手 形 の)一 部 引 受 。

deiadaganderatt分 割 所 有 権 。 古 い 時 代 の 所 有 権 の 構 成 で,土 地 の 所 有

権 が 上 級 所 有 権(dominiumdirectum)と 下 級 所 有 権(dominiumutile)

と に 分 か れ,例 え ば 国 庫 が 課 税 対 象 の 土 地 に つ い て 前 者 を,そ の 土 地

の 税 金 を 払 う 農 民 が 後 者 を 有 し た 。 両 者 が 合 し て 完 全 な 所 有 権

(dominiumplenum)と さ れ た 。

delaktighetibrott犯 罪 へ の 関 与 。 法 律 上 か つ て用 い られ た現 在 の教 唆 お よ

び 幣 助 の 名 称 。

delatansvar個 別 責 任 。 複i数 の 債 務 者 が 各 自,債 務 の 一 部 に つ い て の み

責 任 を負 う こ と。 そ の 反 対 はsolidarisktansvar(連 帯 責 任)*。

delcredereprovision履 行 担 保 責 任 に対 す る 特 別 手 数 料 。 履 行 担 保 責 任 を

負 う 取 次 業 者 等 に 契 約 ま た は 商 慣 習 に よ り支 払 わ れ る 通 常 の 手 数 料 を

超 え た 特 別 の 補 償 。

deld・m一 部 判 決 。mellandom参 照 。

delegation(公 法 上 の)授 権 。 通 常,上 級 機 関 か ら下 級 機 関 へ の 権 限 の 委

譲 。

delgivning送 達 。kungOrelsedelgivini&surrogatdelgivning参 照 。

delictum犯 罪,不 法 行 為 。deliktも み よ。

delictumcommissionis作 為 犯 。

delictumcontinum継 続 犯 。

delictumomissionis不 作 為 犯 。

delikt犯 罪,不 法 行 為 。(一 般 的 に)刑 事 ま た は 損 害 賠 償 法 上 の 責 任 を

生 ず る 行 為 。

delinkvent犯 罪 者 。

deliveryorder荷 渡 指 図 書 。
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demostrationsratt意 見 表 明 権 。 公 共 の 場 所 に お い て,個 人 ま た は 集 団 で

意 見 を表 明 す る 権 利(統 治 組 織 法2章14条1項)。

denuntiation通 知,告 知 。 様 々 な 関 係 で 用 い ら れ る 語 。 例 え ば,債 務 者

に対 す る 債 権(単 純 債 務 証 書)譲 渡 の 通 知 。 こ れ は 譲 渡 人 の 債 権 者 に

対 す る有 効 要 件 で あ る 。

departement(statsdepartement)省 。 外 務 省,法 務 省 な ど 。

departementsarende各 省 の 長 で あ る大 臣 自身 が 判 断 で き る行 政 上 の 案 件 。

depenalisera(立 法 また は判 例 に よ り)刑 の範 囲 を軽 減 す る。avkriminalisera

参 照 。

deposition寄 託 。 寄 託 者 はdeponent,受 託 者 はdepositarie。

depositum寄 託,寄 託 物 。

depositumregulare正 規 の 寄 託 。

depositumiregulare変 則 寄 託,消 費 寄 託 。

deposession占 有 の 回 復(自 力 救 済 と し て の)。

dereliction(故 意 の)物 の 放 棄,放 螂 。 例 え ば,物 を 捨 て 去 る こ と 。

derivativtfang承 継 取 得 。

derogation管 轄 排 除 の 合 意 が 存 在 す る こ と。 こ れ は 訴 訟 障 害 を構 成 す る 。

prorogation参 照 。

derogatorisk強 行 的Q去 規)。

descndent直 系 卑 属 。

desert上 訴 が 法 定 の 方 式 に よ っ て な され な い た め 却 下 さ れ る こ と。 こ れ

は 動 詞 で,名 詞 はdesertion。

destinat乞r指 定 受 益 者 。 無 償 法 律 行 為(例 え ば 財 団 の 設 立)に よ っ て 利

益 を与 え られ る者 。

desuetudo長 期 の 不 適 用 に よ る 法 規 の 失 効 。 法 規 は 長 年 の 間 適 用 さ れ て

い な い こ と に よ っ て,実 際 に は 空 洞 化 し う る こ と。

detentionratt同 時 履 行 の 抗 弁 権 。 留 置 権 はretentionsratt*。 〔似 て い る

の で 混 同 しな い よ う注 意 。〕
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devolutivarattsmedel通 常 上訴 。rattsmedelも 参 照 。

diarium業 務 日誌,事 件 記 入 簿 。 公 的機 関が 受 理 な い し係 属 した 案 件 に

つ い て行 う記 録 。

difformamal不 一 致事 件 。 第rJ¥と 第 二 審 との結 論 が 異 な る事 件 。 一 致

す る事 件 はkonformamal*。

dilatoriskinvandning延 期 的 抗 弁 。

diligentsplikt注 意(配 慮)義 務 。

diligentia注 意(配 慮)。diligentiabonipartrisfamilias良 き家 長 の 注 意 。

bonusparterfamilias参 照 。

diligentiaquaminsuis自 己 の物,事 務 につ い て通 常 示 す 注 意 。

diplomatiskimmunitet外 交 官 の免 責 特 権 。immunitetも み よ。

directskatt直 接 税 。例 え ば所 得 税 。

directtillfogadallmanformogenhetsskada財 産0般 が 直 接 的 に被 っ た損

害 。renformogenhetsskada(純 粋 財 産 損 害)(損 害 賠 償 法1章2条)

の 旧称 。被 害 者 の財 産 状 況,経 済 活 動 一 般 に対 す る損 害 。例 え ば,非

使 用 者 に よ る名 誉 殿 損 の結 果 と して職 を失 う こ と。 ス ウ ェー デ ン法 は こ

の損 害 の賠 償 責 任 に 関 す る主 要原 則 と して刑 事 制 裁(刑 罰)と 損 害 賠

償 の 関連 性 を維 持 して い る。 す な わ ち,犯 罪 例 え ば 名 誉 殿 損 や 詐 欺 に

よ りこの損 害 を与 え た者 の み が 賠 償 責 任 を負 う。

directuppsat直 接 故 意 。dolusも み よ。

dirimerande(upplosande)aktenskapshinder解r肖 的婚 姻 障 害 。 そ れ に

違 反 して成 立 した婚 姻 は解 消 され る婚 姻 障 害 要件 。aktenskapshinder

もみ よ。

disciplinmal懲 戒 事 件 。 軍 や行 政 の 内 部 にお け る規 律 違 反 の 処 罰 に 関 す

る事 件 。

disciplinpafoljd懲 戒 罰 。公 務 員(軍 人 を含 む)や 医 療 関係 者 に対 す る特

別 の 制 裁 の総 称 。 例 えば,戒 告,減 給 。tjanstefel参 照 。

disclaimer商 標 権 の 一 部 除外 。 商 標 登 録 の際 に,そ れ 自体 と して は登 録

が で き な い構 成 部 分 を 除外 す る こ と。 〔英 語 で は特 許 権 等 の 一 部 放 棄,
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そ の 範 囲 の 限 定 修 正 な ど とされ てい る。〕

disculpera(diskulpera)sig責 任 を免 除 され る こ と。

diskretion謹r裁 量 。 と くに裁 判 官 や 行 政 の長 な どが 若 干 の 範 囲 内 にお い

て 当該 事 項 を 自己 の裁 量 に よ り審 理(査)・ 判 断 で きる権 利(限)に つ

い て用 い られ る。

dispa.sch海 難 査 定 。 特 別 の法 律 家 で あ る政 府 任 命 のdispaschor(査 定

官)が 海難 事 故 お よびそ れ に よる損 害,な らび に例 え ば船 主,荷 主 お よ

び保 険 業 者 の 間 の費 用 の 分 担 につ い て 調 査 す る こ と。 訴 訟 手 続 法 にお

け る裁 判 官 のjav(除 斥 ・忌 避)*に 関す る規 定 は査 定 官 に適 用 され る。

査 定 官 の 職 に は高 等 裁 判 所 所 属 の 裁 判 官 が 充 て られ て い る。 海 事 法

(1994:1009)17章2条 以 下参 照 。 〔同法 は わが 国 の海 商 法 に相 当。〕

dispens免 除 。 一 般 に法 令 に よる義 務 ま た は条 件 を公 的機 関 か ら免 除 さ

れ る こ とをい う。

dispensabla(ickeuppl6sande)琶ktenskapshinder非 解 消 的 婚 姻 障 害 。 そ

れ に違 反 して 成 立 した婚 姻 も有 効 な婚 姻 障 害,例 え ば,後 見 人 の 同

意 。aktenskapshinderも み よ。

dispensavdelning上 告 許 可 部 。provningstillstand(審 理 許 可)*の 問 題 を

取 り扱 う最 高裁 判 所 の部 の名 称 。

disponentfullmakt処 分 的代 理 権 。 他 人 の財 産 の 管 理 ま た は事 務 を処 理 す

る た め の一 般 的代 理権(会 社代 表 者 な どの)。

disponiblakvotten可 処 分 遺 産 部 分 。遺 言 で処 分 で きる遺 産 す なわ ち通 常

は そ の半 分(他 の 半分 は遺 留 分(laglott)を 構 成 す る。

dispositionsprincipen処 分 権 主 義(事 実 主 張 に 関 す る弁 論 主 義 を含 む)。

forhandlingspricipen,officiaipricipen参 照 。

dispositiv任 意(規 定)的 。反 対 はtvingande(強 行(規 定)的)*。

dispositivtvistemal処 分 主 義 的 民 事 訴 訟 。 訴 訟 物 が 和 解 に よ っ て解 決 す

る こ とが で きる訴 訟 。

dispositivurkund処 分 証 書 。 法 的 に有 意 味 な意 思 表 示 を表 現 す る文 書 。

例 え ば,判 決 書,skuldebrev(債 務 証 書)*。beskrivandeurkund参 照 。
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dissens(裁 判 にお け る)少 数 意 見 。 申 込 み と承 諾 との 間 の 不 一i致 とい う意

味 もあ る 。

dissimuleradrattshandling仮 想(法 律)行 為 。

distansforbrytelse離 隔 犯 。 犯 行 の 場 所 と事 後 的 に 結 果 の 発 生 す る 場 所 と

が 異 な る犯 罪,例 え ば 手 紙 に よ る 名 誉 殿 損 。

distantkop隔 地(送 付)売 買 。platskop参 照 。

distriktaklagare地 区 検 事 。 第 一,二 審 の 裁 判 所 に お け る 訴 追 等 を行 う 一

般 検 察 官 。

division高 等 裁 判 所 に お け る 部 の 旧 称 。 現 在 で はavdelningと い う 。

djurplageri動 物 虐 待 罪(刑 法16章13条)。 重 過 失 の 場 合 も犯 罪 を 構 成 す

る 。

doutdes私 は君 が与 え る た め に与 え る。 当 事 者 双 方 に よる相 互 授 受 の原 則

の 表 現 。

dobbleri賭 博 に 関 す る 罪(刑 法16章14条 等)。

dOCUmmentUmCOmmUne共 通 的 証 拠 文 書 。 複 数 の 法 主 体 の た め に 法 律 行

為 の 証 拠 を構 成 す る 文 書 。 例 え ば 債 務 証 書 は,債 権 者,債 務 者 双 方 に

と っ て 有 意 味 で あ る 。

doktrinen学 説 。 法 律 学 の 理 論,文 献 な ど。

dolus(uppsat)故 意 。

doiusdirectus(directuppsat)直 接 的 故 意 。

dolusindirectus(indirektuppsat)間 接 的 故 意 。

doluseventualis(eventuelltuppsat)未 必 の 故 意 。

dolussuperveniens後 発 的 故 意 。malafidessuperveniensに 同 じ。 形 容

言司轟まdolos。

dom判 決 。

domare裁 判 官 。

domared裁 判 官 宣 誓 。 裁 判 官 の 職 務 に就 くに あ た っ て 事 前 に す べ き宣 誓

(訴 訟 手 続 法4章11条)。namndman(参 審 員)も こ れ を行 う。

domarjav裁 判 官 の 除 斥 ・忌 避 。 ス ウ ェ ー デ ン法 は 除 斥 ・忌 避 事 由 を 区
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別 しな い。

domsbok判 決 録 。 官 署 と して の裁 判 所 に お い て,判 決 宣 告 の 日時順 に年

度 ご と に集 め られ た判 決 録 。

dombrott判 決 非 難 罪 。 旧 訴 訟 手 続 法 が 規 定 し て い た 一 種 の 裁 判 所

侮 辱 罪 。 判 決 を非 難 す る 者 は一 定 額 の 罰 金 刑 を課 せ られ た(8章)。

rattegangsforseelse参 照 。

domicilieradvaxel第 三 者 方払 手 形 。

dominant要 役 地 。servient参 照 。

dominium(aganderatt)所 有 権 。 国 家 の場 合,そ の私 的所 有 権 と領 土

(imperium)と は往 々 区別 して語 られ る。dominiumdirectum(上 級 所

有 権)。dominiumplenum(完 全 な所 有 権)。dominumutile(下 級 所 有

権)。 これ ら三者 につ い て はdeladaganderattも み よ。

dominus所 有 者 。dominussentitcasum(所 有 者 は危 険 を負 う)。

domkapitel教 区 運 営 会 議 。 教 区 にお い て 司教(主 教)を 長 と し,聖 職 者

と素 入 の信 者 とで 構 成 され る会 議 体 で,教 会 の 執 行 機 関 で あ る と と も

に,若 干 の 問題 につ い て は裁 判 所 類 似 のfi能 を有 す る。

domkrets裁 判 管 轄 区 。

domkval判 決 侮 辱 罪 。dombrott*に 同 じ。

domsaga地 方 裁 判 所 の裁 判 管 轄 区。

domska1判 決 理 由。

domslut判 決 主 文 。

domsratt裁 判(管 轄)権 。

domstol裁 判 所 。

domstolsnotoritet裁 判所 に顕 著 な事 実 。

domstolsverket〔NationalCourtsAdministration〕 司 法行 政 庁 。 裁 判 所

の管 理 運 営 に 関す る事 項 を取 り扱 う中央行 政 庁 。 〔機 能 的 に は わ が 国 の

最 高 裁 判 所 事 務 総 局 に相 当 す る とい え るが,裁 判 所 とは別 個 の機 関 で

あ り,か つ 最 高 裁,行 政 最 高 裁 と もそ れ ぞ れ に 固有 の 司 法 行 政 事 務 に

つ い て事 務 局 を有 す る か ら,「 最 高 裁 事 務 総 局 」 とい う訳 語 は誤 解 を招
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くお そ れ が あ る 。〕

..
omstowrenen非 訟 事 件 。

domvilla重 大 な 訴 訟 手 続 違 反 。 裁 判 所 が 犯 した 重 大 な 訴 訟 手 続 違 反 で,

特 別 上 訴 の 理 由 に な る 。klagan6verdomvilla(重 大 な 訴 訟 手 続 違 反

に よ る 特 別 上 訴)。

domvarjo裁 判 管 轄 区,裁 判(管 轄)権 。

donatio贈 与 。

donatioantenuptias婚 約 者 間 の 贈 与,結 納 。

donatiomortiscausa死 因 贈 与 。dodsgavaも み よ。

donatiosubmodo負 担 付 贈 与 。

dotterbolag子(株 式)会 社 。dotterは 娘 。moderbolagも み よ 。

dotterdotterbolag孫(株 式)会 社 。

dotterforetag子 企 業 。 株 式 会 社 以 外 の 法 人 に お い て 子 会 社 と 同様 の 地 位

に あ る もの 。

dragenv乞xel(trasseradvaxel)第 三 者 指 図 手 形 。 通 常 の 為 替 手 形 の こ

と。egenvaxel参 照 。

droitalapaternit6(namnangivelseratten)(著 作 権 法 の)氏 名 表 示 権 。

著 作 者 人 格権 の 一 種 。

droitaurespekt(respektratten)(著 作 権 法 の)同 一 性 保 持 権,尊 重

権 。 著 作 者 人 格 権 の 一種 。

droitmoral著 作 者 人 格 権 。

droitvoisins(grannrattigheter)著 作 隣 接 権 。 「文 学 的 お よび 美 術 的 作

品 の 著 作 権 に 関 す る 法 律(1960:7729)」(著 作 権 法)5章 に規 定 さ れ て

い る 。

drag第 二級殺 人罪(刑 法3章2条 等)。 犯行 の状況等 にか んが み通常 の殺

人罪(1条)よ りも刑が軽 い殺 人罪。例 えば,ス トレスか ら妻 との心 中

を図 り,妻 を殺 したが 自殺 は未遂 に終 わった場合。

drojsmal遅 滞。給付 の履行 が遅 れるか,ま た は全 くな されない こ と。

drojsmalsranta遅 延損害金 。特 約が なければ8%プ ラス公 定歩合(「 利息
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法(1975:635)」6条)。

dubbelbeskattningsavtal二 重 課 税 回避 条約 。

dubbeltmedborgarskap二(多)重 国籍 。sujetmixteも み よ。

dubbel6verl翫else二 重 譲 渡 。

dubblakonstruktion(労 働 協 約 の)二 重 構造 。 労働 協 約 にお け る条項 が

個 々 人 の雇 用 契 約 の 内容 で もあ る とい う関 係 。往 々,労 働 者 が 違 法 な

争 議 行 為 を した場 合,労 働 協 約 違 反 に よ る損 害 賠 償義 務 を負 うだ けで

な く,雇 用 契 約 違 反 と して解 雇 され う る こ との説 明 と して援 用 され る。

dodandeavhandling文 書 の 失効 決 定 手 続 。 「紛 失 文 書 等 の失 効 に関 す る法

律(1927:85)」 が あ る。 〔わが 国 の 除権 判 決 の手 続 に相 当 。〕

dodsforklaring死 亡 宣 告,失 踪 宣 告 。

dodsbevis死 亡 証 明 書 。 医 師 が 作 成 し,と くに死 因 に 関 す る情 報 が 記 載

され る。

dodsbo遺 産(財 団)。

dodsbodelagare遺 産 共有 者 。 相 続 人,包 括 受 遺 者 お よび 配偶 者(遺 産 に

giftoratt(婚 姻 権)*を 有 す る 限 り)に よ っ て構i成 され る 。 遺 産 共 有 者

は,遺 産 がboutredningsman(遺 産調 査 人)*に 委 ね られ て い ない 限 り

これ を管 理 す る 。

dodsgava死 因贈 与 。 死 因贈 与 は ス ウ ェ ー デ ン法 上 原 則 と して無 効 で あ

る。

dodshjalp安 楽 死 殺 人 。euthanasiも み よ。

dodsstraff死 刑 。

Eの 部

econtrario反 対 に(解 釈)。lagtolkningも み よ 。

ed宣 誓 。 厳 粛 な 形 式 に よ り 口 頭 で 「名 誉 と 良 心 に 賭 け て 」 保 証 す る こ

と。domared(裁 判 官 宣 誓),vittnesed(証 人 宣 誓)*な ど 。

edgang宣 誓 を行 う こ と。

ediktalstamning公 示 に よ る 召 喚 状 の 送 達 。offentligstampingに 同 じ。
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editionsplikt文 書 提 出 義 務 。

edligf6rpliktelse宣 誓 に よ る 義 務 付 け 。 若 干 の 情 報 は,宣 誓 に よ りそ の

内 容 の 正 当 性 を 証 明 し て 開 示 す べ き こ と を い う。

effektdelikt(resultatdelict)結 果 犯,実 質 犯 。 犯 罪 概 念 の 中 に 犯 罪 行 為

に よ り惹 起 され た結 果 の 発 生 を含 む 犯 罪 。 例 え ば 窃 盗 。handlingsdelikt

参 照 。

efterbevakning事 後 的 監 守,事 後 的 届 出 。 破 産 に お け る 債 権 の 届 出 期 間

終 了 後 に な さ れ た 届 出 。bevakningも み よ。

efterborgen副 保 証 。 保 証 債 務 の 保 証 。Overborgenに 同 じ。underborgen

参 照 。

efterfoljandetestamentstagare事 後 受 遺 者 。 遺 言 に よ っ て被 相 続 人 の 配 偶

者 が 死 亡 し た 時 に遺 贈 の 効 力 が 生 ず る 受 遺 者 。

eftergivande(訴 訟 上 の)請 求 の 放 棄 。

efterindossament期 限 後 裏 書 。

efterocker事 後 暴 利 行 為 。 債 権 が 暴 利 行 為 に よ っ て 成 立 した もの で あ る

こ と を 知 りな が ら,そ れ を利 用 す る 行 為 。fordringshaTeri参 照 。

eftersiktvaxel一 覧 後 定 時 払 手 形 。avisovaxelの こ と。

efterstalldfordran劣 後 債 権 。 破 産 に お い 優 先 権 付 き債 権 お よ び 一 般 債 権

の 弁 済 が 全 て な さ れ た 後 に 支 払 が 受 け ら れ る 債 権 。 現 在 で は 契 約 に よ

っ て の み 生 ず る 。

EG-r翫tenEU法 。 そ の 主 要 な 法 源 は,第 一 次 に は ロ ー マ 条 約 お よ び そ

の 附 加 ・変 更 で あ る が,第 二 次 的 に は#illympningsforfordningar(適

用 法 令,規 則),direktiv(指 令),beslut(決 定)お よ びEU(EG>司

法 裁 判 所 の 判 例 に よ り発 展 した 法 原 則 を含 む 。

egen幅xel自 己 宛 手 形 。

egendom財 産 。 あ る 人 に属 す る 財 産 的 価 値 を有 す る も の の 全 て 。

egendomsavtrade財 産 の 断 念,委 付 。 債 務 者 が 破 産 宣 告 を 受 け る こ と 。

egendomsbrott財 産 罪 。f6rm6genhetbrott*に 同 じ。

egendomsgemenskap(formogenhetsgemenskap)合 有 。 財 産 に 関 す る
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持 分 の ない 共 同所 有 。samaganderatt(共 有)な ど 参 照 。

egenm盃ktighetmedbarn子 を引 き離 す 罪 。15歳 未 満 の子 を監 護 す る者 か

ら一 方 的 に引 き離 す 罪(刑 法7章4条)。 共 同監 護 の場 合 そ の一 方 につ い

て も成 立 し うる 。

egenmaktigtforfarande専 断 的利 用 の 罪 。使 用 窃 盗 な どolovligttillgrepp

(不 法 領 得)で な い財 産 罪(刑 法8章8条)。 自動 車 の使 用 窃 盗 は別 の犯

罪(車 両 の 不 正 使 用 の罪 一 同章7条)に 該 当す る。

ekonomiskforening経 済 的社 団 。 経 済 的活 動 を通 じて構i成員 の経 済 的利

益 の促 進 を 目 的 とす る 団体 。 登 記 に よ り法 人 格 を取 得 。 典 型 例 は消 費

協 同組 合 。「経 済 的社 団に関す る法律(1987:667)が ある。ideellf6rening

参 照 。

ekonomisktfortal経 済 的殿 損 。 人 の 評判 の低 下 を もた らす もの で は ない

が,職 業,事 業 等 に と っ て有 害 な 非 難(競 業 者 に よ っ て行 わ れ る こ と

が 多 い)。 往 々 名 誉 殿 損 罪 と して 可 罰 的 で あ る。 ま た,「 市 場 行 動 法=

不 正 競 争 防止 法(1995:450)」 に よ る保 護 が 求 め られ る場 合 が あ る。

ekvivalensprincipen同 等 性 原 則 。 同様 の事 件 は 同様 に取 り扱 わ れ るべ き

だ とい う刑 事 法 上 の原 則 。

empti・reisperatae期 待 され た物 の購 入,見 込 買 い。 まだ存 在 しな い物 の

売 買 契 約 で,代 金 は物 が存 在 す るに至 っ た と きにのみ 支 払 を要 す る。例

えば まだ 生 まれ て い な い子 馬 の 売 買 。

emptiospei予 想 買 い。 まだ存 在 しない物 の売 買 契 約 だが,こ の場 合 は物 が

存 在 す る に至 る か ど うか に関 わ りな く代 金 の支 払 を要 す る。例 え ば,一

定 の 代 金 額 に よる将 来 の 漁獲 の 売 買 。 漁 獲 量 の多 少 に 関 わ らず,た と

い 無 で あ っ て も代 金 を支 払 わ な け れ ば な らな い 。

enforalla,allaforen一 人 は全 員 の た め に,全 員 は個 人 の た め に。 連 帯

責 任 を表 現 す る公 式 的表 現 。 例 え ば複 数 の保 証 人 間 の 関係 に つ い て使

わ れ る。

endosesement(endossent)裏 書 。

enhetsstraff共 通 刑(主 義)。 あ る者 が犯 した複 数 の犯 罪 を 同時 に審 判 す
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る と き は,共 通 し た 刑 を科 す べ き だ と い う原 則 。sammantraf£andeav

brott参 照 。

enkelborgen単 純 保 証 。 そ の 反 対 はproprieborgen*。

enkeltbolag単 純 会 社,組 合 。 複 数 人 が 事 業 を行 う た め に 結 成 した も の

で,handelsbolag(合 名 会 社)*で は な く,そ の 契 約 上 の 義 務 は 当 該 契 約

を締 結 した 者 の み が 負 う 。 法 人 で は な い 。 た だ し,そ の 構 成 員 の 申 請 に

よ りhandelsregister(商 業 登 記 簿)*に 登 記 す る こ とが で き,そ の 後 は

合 名 会 社 と さ れ る 。 「合 名 会 社 お よ び 単 純 会 社 に 関 す る 法 律(1980:

1102)」 と くに4章 が 定 め て い る 。

enkelskuldbrev単 純 債 務 証 書 。skuldebrevも み よ 。

enlevering誘 拐 。manniskorov*,olagafrihetsberむvande*に 同 じ。 日常

用 語 で はkidnapping。

enmansbolag一 人 会 社 。 全 株 式 が 一 人 の 株 主 の 所 有 に 帰 す る株 式 会 社 。

こ の 会 社 形 態 は 現 在 で は 許 容 さ れ て い る 。

enmannsdomstol単 独 制 裁 判 所 。

enmannsvalkrets小 選 挙 区 。

ensidnigrattshandling単 独 行 為 。rattshandlingも み よ。

ensittare非 地 主 家 屋 所 有 者 。 そ の 居 住 用 家 屋 の 敷 地 所 有 権 を 有 しな い 家

屋 所 有 者 。

enskildegendom(配 偶 者 の)特 有 財 産 。

enskildfirma個 人 企 業 。 個 人 が 営 む経 済 的 活 動 体 。

enskildvag私 道 。

enskildamal私 的 執 行 事 件 。 私 債 権 の 強 制 執 行 に 関 す る 事 件 。allmanna

ma1参 照 。

enskiltansprak(刑 事 訴 訟 等 に お け る)私 的 請 求 。 犯 罪 に よ り被 っ た損 害

の 賠 償 請 求 。 私 的 請 求 は 刑 事 訴 訟 と併 合 し て ま た は 別 個 に取 り扱 わ れ

る 。

enskiltarbetsavtal個 別 労 働 契 約 。0般 にanstallningsavtal(雇 用 契 約)*

に 同 じ。
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enskiltvatten←omrade)私 的水 域 。不 動 産 に含 ま れ る水 域 。反 対 は

allmantvatten(-omrade)(公 的 水 域)*。

enskiltatal私 的 訴 追 。 被 害 者 ま た は そ の他 の訴 追 の 権 限 を有 す る私 人 に よ

る 訴 追 。

entreprenadavtal請 負 契 約,と く に建 設 請 負 契 約 。

enuntiation正 確 性 の 保 証 な し の 情 報 供 与 。 契 約 交 渉 の 際 に 情 報 の 正 確 性

の保 証 は し な い が,そ れ で も相 手 方 に拘 束 的 で あ り う る 情 報 を供 与 す る

こ と 。tillforsakran参 照 。

erkannande自 白 。

error錯 誤 。

errorfacti事 実 の 錯 誤 。

errorinmotivis動 機 の 錯 誤 。

errorjuris法 律 の 錯 誤 。rattsvillfarelseも み よ 。

ersattningsgill損 害 賠 償 請 求 が で き る 。 損 害 賠 償 義 務 を原 則 と して 生 じ

させ る損 害 に つ い て い う 。

essentialianegotttii法 律 行 為 の 要 素 。

etablissementuppfinning企 業 発 明 。f6retagsppfinning*に 同 じ。

europaradet〔CouncilofEurope〕 ヨー ロ ッパ 審 議 会(理 事 会)。

euthanasi安 楽 死 殺 人 。dodshjalpの こ と。 ス ウ ェ ー デ ン で は 可 罰 的 か つ

特 段 の 減 刑 規 定 も存 し な い 。

evasion脱 法 行 為 。

eventuelltuppsat未 必 の 故 意 。dolusも み よ。

eviktionsskyldighet追 奪 担 保 責 任 。

exanalogia類 推 的 に 。tolkningavexanalogia(類 推 解 釈)に つ い て は

lagtolkningを み よ。

exgratia恩 恵 か ら 。

exlege法 律 に よ り(よ れ ば),解 釈 論 と して 。

exofficio職 務 上,職 権 で 。

exquay輸 入 港 埠 頭 渡 し。 貿 易 取 引 条 件 の 一 つ,条 項 は イ ン コ タ ー ム ズ
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(lncoterms,Internationalcommercialterms)に お い て 規 整 さ れ て い

る 。

exship輸 入 港 本 船 渡 し,着 船 渡 し。

extutu安 全 の た め に 。

exworks(franfabrik)工 場 渡 し。 条 項 は イ ン コ タ ー ム ズ(Incoterms,

Internationalcommercialterms)に お い て 規 整 さ れ て い る 。

exceptio抗 弁 。

exceptiodoli詐 欺 の 抗 弁 。

exceptiononadimpliticontractus同 時 履 行 の 抗 弁 。

excepti・plurium(exceptiopluriumconcumbentium)多 数 性 的 関 係 者

の 抗 弁,不 貞 の 抗 弁 。 父 性 確 定 訴 訟 に お い て 被 告 の 男 か ら な さ れ る 。

exceptiosolutionis弁 済 の 抗 弁 。

exculpera(exkulpera)無 過 失 で 行 為 し た こ と を 証 明 す る こ と(責 任 を

免 れ る た め に)。

exekut執 行 債 務 者 。

exekution判 決 等 の 執 行 。 狭 義 で はuts6kning*に 同 じ。generalex-

ekution参 照 。

exekuti・nsf・rdran執 行(申 立 て の 基 礎 と な る)債 権 。

exekutionskraft執 行 力 。exigibilitet(執 行 可 能 性)に 同 じ。

exekutionsr甜 強 制 執 行 法 。 通 常,破 産 法 を含 む法 規(の 分 野)。

exekutionstitel債 務 名 義 。

exekutiv執 行 部(府)。 国 家 の 執 行 権 力 。

exekutivauktion強 制 競 売 。

exekutivmyndighet執 行 機i関 。kronofogemyndigheten(執 行 官 局)の こ

と。

exekvaturforfarande執 行 確 証 手 続 。 外 国 判 決 や 外 国 仲 裁 判 断 の 執 行 力 を

確 証 す る 裁 判 所 の 手 続 。

exheredera相 続 権 を 剥 奪 す る こ と。 被 相 続 人 を殺 害 した 者 な ど は 相 続 権

を 有 し な い(相 続 法15章)。
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exhibitionsplikt(訴 訟 にお け る)検 証 物 提 出義 務 。

exigibel執 行 可 能 な 。 反対 はinexigibel(執 行 不 可 能 な)。

existensminimum生 活 に最 小 限必 要 な もの。 人 が 自分 自身,配 偶 者 お よ

び扶 養 を要 す る子 の 生 活 の維 持 の た め に必 要 だ とみ られ る もの 。

exklusivtbevis排 他 的(独 占 的)証 拠 。 あ る法律 事 実 の存 在 に 関す る証

拠 と して そ れ の み が 許 容 され る証 拠 。

exklusivtforum専 属 管 轄 。

exkusationsratt証 人義 務 等 拒 否 権 。 例 え ば近 親 者 の証 言 拒 絶 権 。

expedition公 的機 関 の 意 思 決 定 文 書(の 送 付)。 通常,公 的 機 関 の行 う決

定,命 令 等(の 送 付)を 意 味 す る 。 〔外 国語 に訳 しに くい語 の 一 つ 。 例

えばexpeditionschefは 各 省 の事 務 次 官 。〕

expeditionsministar臨 時 内 閣 。 新 しい 内 閣総 理 大 臣が 任 命 され る手 続 が

進 行 中 の期 間機 能 す る政 府 。

expressisverbis明 示 され た 言 葉 で,明 示 的 に。

expromission債 務 引 受 。債 務 者 の 要請 な し に任 意 的 に な され る債務 の引

受 の こ と。

expropriation公 用 収 用 。公 的 目的 の た め に所 有 権 そ の他 の財 産 権 を強 制

的 に取 得 す る こ と。 「公 用 収 用 法(1972:719)」 が あ る 。

expropriationsdomstol公 用 収 用 裁 判 所 。 公 用 収 用 に 関 す る事 件 を管 轄 し

た特 別 裁 判 所 。 現 在 そ の 管 轄 は不 動 産 裁 判 所 に引 き継 が れ て い る。

extinction(従 前 の権 利,抗 弁 等 の)消 滅 。

extinktivtfang消 滅 取 得,原 始取 得 。

extensivelagtolkning拡 張 的 法 解 釈 。lagtolkningも み よ。

exterritorialitet治 外 法 権 。immUnitetも み よ。

extradition外 国 へ の 引 渡 し。逃 亡 犯 罪 人 な どの引 渡 しの こ と。

extra]udiciell非 司 法 的 。 通 常 の訴 訟 手 続 法 秩 序 の例 外 を成 す 措 置 や 手 続

な ど につ い て い う。

extraordinardispens特 別 の上 告 許 可 。 原 判 決 に再 審 や 重 大 な訴 訟 手 続 違

反 の 事 由 が存 在 す る場 合 に認 め られ る上告 許 可 の名 称 。
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extraordinarprocess(specialprocess)特 別 訴 訟 。 訴 訟 手 続 が 訴 訟 手 続 法

か ら部 分 的 に 乖 離 す る,通 常 訴 訟 と異 な る 訴 訟 。 例 え ば,出 版 の 自 由

に 関 す る 訴 訟,手 形 訴 訟,離 婚 訴 訟 。

extraordinararattsmede旦 非 常 上 訴 。sarskildarattsmedelに 同 じ。

Fの 部

factum,faktum事 実 。法 文 は この 意 味 でomstandighetも 用 い る。

factumprobandum証 明 され るべ き事 実 。 証 明 の対 象 の こ と。

factumprobans証 拠 事 実 。bevisfaktum*に 同 じ。

factumsuperveniens(efterfoljandeomstandighet)後 発 的 な事 実 。 判 決

後(審 理 の 終 結 後)に 生 じ,し た が っ て 既 判 力 の 範 囲 に包 含 され な い

事 実 をい う。 〔ス ウ ェ ー デ ンの 最 高 裁 判 所=民 事 上 告 審 は例 外 的 に新 た

な事 実 問題 につ い て判 断す る こ と もあ りうる(訴 訟 手続 法55章13条)〕

factumvillfarelse事 実 の錯 誤 。

faktisktfel事 実 上 の椴 疵 。felも み よ。

fakultativ任 意 的 。obligatoriskも み よ。

falsademonstrationonnoeet誤 記 あ る も全 書 面 は無効 とな らず 。文 書 の 意

味 が 明 らか で あ る と き誤 記 等 は問 題 にす べ きで ない とい うこ と。 〔同 一

の表現 が 英 米 法 の法 諺 に も存 在 す る。英 語 で はAfalsedescriptiondoes

notvisitateo

falskangivelse虚 偽 告 訴 罪 。故 意 に無 実 の 人 を告 訴 す る罪(刑 法15章 六

条1項)。 故 意 で は な い が,被 告 訴 者 につ い て 無 実 と考 え るべ き合 理 的

な理 由 を有 して い た と きは,obefogadangivelse(不 当 告 訴 罪)に な る

(同 条2項)。

falsktillvitelse虚 偽 陳 述 罪 。捜 査 機 関 に対 し虚 偽 告 訴 に該 当 しな い 犯 罪

事 実等 に関 す る真 実 で な い陳 述 をす る罪(刑 法15章7条1項)。 故 意 で は

ない が,そ の 陳 述 が 真 実 で な い と考 え るべ き合 理 的 な 理 由 を有 して い

た と きは,vardslostillvitelse(過 失 虚 偽 陳述 罪)に な る(同 条2項)。

falskfarm虚 偽 の危 険情 報 流 布 罪 。 生 命,健 康 また は大 規 模 な財 産 の損
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壊 の 危 険 が 存 在 す る 旨の 不 真 実 の情 報 に よ っ て 不 要 な安 全 措 置 を起 因

させ た 罪(刑 法16章15条1,2項)。 例 え ば虚 偽 の爆 破 予 告 。 本 条 は この

種 事 案 の増 加 に よる必 要性 か ら1977年 に刑 法 に導 入 され た 。missbruk

avlarmanordning参 照 。

falsktatal虚 偽 訴 追 罪 。 故 意 に無 実 の者 を訴 追 す る犯 罪(刑 法15章5条1,

2項)。 故 意 で は ない が,被 告 人 に つ い て有 罪 と考 え るべ き相 当 な蓋 然

性(sannolikt)の あ る理 由 を有 しな か っ た と きはobefogdatal(不 当

訴 追 罪)に な る(同 条3項)。 本 条 は検 察 官,私 的 訴 追 者 の い ず れ に も

適 用 され る こ と に注 意 。

falsusprocurator,falskfullmaktig無 権代 理 人 。

familieratt家 族 法 。狭 義 で は相 続 法 を含 まない が,広 義 で は これ も含 む。

familijstiftelse家 族 財 団(基 金)。 主 と して特 定 の家 族 や 人 々 の利 益 を擁i

護 す る た め の財 団(基 金)。

fardag用 益 不 動 産 の 明 渡 日時 。 契 約 また は法 律 で 定 め られ た不 動 産 の用

益 権 者 が 不 動 産 を明 け 渡 すべ き 日時 。 土 地 法12章3条 以 下 参 照 。

faredelikt危 険犯 。

fastegendorn〔realestateproperty〕 不 動 産 。jord(土 地)に よ り構成

され る財 産 で,jordか らfastighet(法 的 な単 位 と して の不 動 産)*が 形

成 され る。fastighetetに は様 々 なtillbehむr(従 物)*が 属 す る 。 直接 的

な従 物 はbygnad(建 物)そ の他 の い わ ゆ る建 物従 物 で あ る 。

fastighet〔1andunit〕 不 動 産 台 帳 ・発 記 簿 にお け る一体 と して の不 動 産 。

fastighetsregister(不 動 産 台 帳 ・発 記 簿)*に 登 載 され て い る,ま た は

登 載 され るべ き0体 と して の不 動 産 をい う。fastegendom参 照 。

fastighetsbestatuning不 動 産 区 画 決 定 。 「不 動 産 形 成 法(1970:988)」

に よ り行 わ れ る 現 在 有 効 な不 動 産 の 区画 等 の状 況 を判 断 す る処 分 。 な

か んず く従 前 の 境 界 決 定 お よび土 地測 量 の 制 度 に相 当す る。

fastighetsbildning〔landparcelling〕 不 動 産 形 成 。「不 動 産 形 成 法(1970:

988)」 に よ り行 わ れ る既 存 の不 動 産 の 区画 を若干 の面 で変 更 す る措 置 。

avstyckning(分 筆 等)*,klyvning(共 有 持 分 の分 割 等)*,sammanl註
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ggning(併 合)*と して な され る 。

fastighetsbildningslagen「 不 動 産形 成 法(1970:988)」 。 不 動 産 形 成,不

動 産 区 画 決 定,不 動 産 形 成 関 係 訴 訟 お よび不 動 産 台 帳 登 録 に関 す る 規

定 を包 含 す る法 律 。

fastighetsbildningsmyndigheten不 動 産 形 成 機 関 。 不 動 産 形 成 に関 す る

問 題 を第 一一審 と して取 り扱 う公 的 機 関 。forrattningslantmatare(公

的土 地 鑑 定 人)に よ りまた は場 合 に よ って は さ らに2名 のgodman(形

成 執行 者)を 加 え た構 成 で そ の職 務 を行 う。

fastighetsbildningsmal不 動 産 形 成 機 関 の決 定 ま た は措 置 に対 して不 動 産

裁 判 所 に提 起 され る訴 え。

fastighetsbok不 動 産登 記 簿 。inskrivningsdomare(登 記 裁 判 官)が 作 成

し,全 て の 不 動 産 台 帳 登 載 の 不 動 産 に関 す る権 利 の 変動 が 記 載 され た 。

現 在 はfastighetsregister(不 動 産 台 帳 ・登 記 簿)*が これ に代 わ っ て い

る。

fastighetsdomstol不 動 産 裁 判 所 。 特 別 の構 成 を有 す る若 干 の地 方 裁 判 所

で,不 動 産 賃 貸 借,公 用 収 用,環 境 破 壊 的 活 動 お よ び不 動 産 形 成 等 に

関 す る訴 え を管 轄 す る。

fastightesforum(forumreisitae)不 動 産 所 在 地 の裁 判 所 の管 轄(裁 判

籍)。

fastighetsregister不 動 産 台 帳 ・登 記 簿,「 不 動 産 形 成 法(1970:988)」19

章等 に規 定 が あ る 。

fastighetsreglering不 動 産 規 整 措 置 。 複 数 所 有 者 間 の不 動 産 の再 形 成 の

た め に用 い られ る不 動 産 形 成 の措 置 。 従 前 の 隣 接土 地 所 有 者 間 の所 有

権 交 換制 度 を再 発 展 させ た もの とい わ れ る 。

fastighetsrad不 動 産 裁 判 所 判 事 。不 動 産 裁 判 所 の 専 門家=構成 員 。

fastst狙elsetalan確 認 の訴 え。incidentfaststallsetalan(中 間確 認 訴 訟)

は,statuning(召 喚 状=正 式 の訴 え提 起 の形 態)*な しに訴 え の 変 更 と

して許 容 され る 。

fatalier(fatalietid,frist)期 間。
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fattigkonkurs貧 困破 産 。破 産 者 の資 産 が破 産 手 続 の費用 等 に満 た な い破

産 の 旧称 。 こ の よ うな破 産 事 件 はavskrivning(除 去)*さ れ る(「 破 産

法(1987:672))」10章 。

faution事 後従 犯 。 例 え ば窃 盗 罪 に対 す る賊 物 罪 。

favordefensionis被 告 人 の 優i遇。刑 事 訴 訟 に お い て被 告 人 は様 々 な面 で

検 察 官 よ り も有 利 な立 場 に置 か れ る とい う原 則 の 表 現 。 例 え ば,検 察

官 は原 則 と して公 訴 事 実 につ い て証 明 責任 を負 う。

fel暇 疵 。faktisktfel,rattsligtfel,radighetsfel,objektivit(abstrakt)

fe1,subjektivt(konkret)felも み よ。

faktisktfel事 実 上 の暇 疵 。例 えば,契 約 におい て表 示 されて いた もの よ り

も劣 悪 な状 況 で あ る こ と。

fickst61di陶 り(刑 法8章4条)。 窃 盗 の 重 罪 と され る 。

fiduciariskoverlatelse信 託 的 譲 渡 。

fingeredculpa仮 装 的厳 格 責 任 。 形 式 的 に は過 失 の範 囲 の 問 題 に属 す る

の に,実 際 に は厳 格 責 任 と して取 り扱 わ れ る場 合 この 責 任 が 存 在 す る

とい わ れ る。

firma商 号 。

firmatecknare会 社 代 表 者 。 直訳 す れ ば 「商 号 署 名 者 」 で,会 社 を代 表

して 契 約 書等 に署 名 す る者 」 とい う意 味 で あ る。

fircus国 庫 。 国 家 権 力 を行 使 せ ず,法 生 活 に お い て 私 人 と同視 され る 国

をい う。

fiskevardsomrade漁 業 管 理 区域 。 漁 業 関係 の規 整 お よび 共 同利 益 の促 進

の た め に漁 業 権 者 に よ り形 成 され た 区域 。 「漁 業 管 理 区域 に関 す る法律

(1981:533)」 が あ る。

fixavtal確 定 期 契 約 。 弁 済期 が 厳 格 に=遵守 さ れ る こ とが 契 約 内 容 に な っ

て い る契 約。 例 え ば確 定 期 売 買 。

flyktfara逃 亡 の 危 険 。haktning(勾 留)*の 要 件 の一 つ 。

flykting難 民,亡 命 者 。

flyktingforklaring...民 認 定 。statensmigrationsverket(移 民 庁)*が 行
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う外 国 人 が 難 民 の地 位 を有 す る 旨の 拘 束 力 あ る決 定 。

foikbokforning住 民登 録 。 「住 民 登 録 法(1991:481)」 が あ る。 婚 姻,出

生,死 亡 も登 録 され る。 住 民 登 録 済 み の 女 性 の 子 が 国 外 で 出 生 した場

合 も登 録 を要 す る 。 〔日本 の 住 民 登 録 とは 異 な り,戸 籍 に近 い 面 もあ

る。〕

folkmord(genocidium)組 織 的 大 量 虐 殺 の 罪 。 「組 織 的 大 量 虐 殺 の 刑 罰

に関 す る法律(1964:169)」 が あ る。

folkomr6stnig(referendum)国 民投 票,住 民投 票。統 治組織 法8章4条 に基

づ く 「国民投 票 法(1979:369)」 が あ る。 地 方 自治 体 にお け る住 民 投 票

につ い て は 「地 方 自治 体 法(1991:900)」5章34条 等 参 照 。

folkratt国 際(公)法 。

folkrattsdelikt国 家 に よ る国 際 法 的規 範 の違 反行 為 。

fondaktie無 償 交付 株 式 。

fondkommissionar証 券 業者 。この業務 を営 む にはfinansinspektionen(金

融 監 督 庁)の 許 可 を要 す る。

fondapapper株 券 そ の 他 の 債 券 。株 券 お とび流 通 に置 か れ て い る そ の他

の債 券 の総 称 。 「有 価 証 券 業 に関 す る法 律(1991:980)」1条 参 照 。

fora管 轄(複 数)。forumの 複 数 形 。

forcemajeure不 可 抗 力 。

fordran債 権 。

fordringshaleri債 権 賊 物 罪 。賊 物 罪 の 一 種 で,犯 罪 に よ り取得 され た債

権 を主 張,譲 渡 な どす る罪(刑 法9章6条1項3号)。

fordringsteckning担 保 権 の不 動 産登 記 。

fordringspreskription債 権 の時 効 。 「時効 法(1981:130)」 が あ る。 通 常

は債 権 成 立 後10年 。 犯 罪 に よ る損 害 賠 償 請 求権 は原 則 と して公 訴 時 効

の完 成 前 に は完 成 しな い 。
り

fordringsrattt債 権i。fordran*に 同 じ 。

fordringsagare債 権 者 。

forensisk法 的,訴 訟 法 的 。
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forensiskmedicin法 医学 。

formalavtal要 式 契 約 。 契 約 が 有 効 に成 立 す る ため に は一 定 の形 式(例 え

ば書 面 お よ び証 人)が 要 求 され る契 約 。

formellprocessledning形 式 的 訴 訟 指 揮 。 訴 訟 の形 式 面,手 続 面 に関 す る

訴 訟 指 揮 の こ と。

formellrattskraft形 式 的確 定 力 。rattskraftも み よ。

formkrav形 式 の 要 請 。formalavta1も み よ。

forskningsuppfinning職 務 発 明 。

fortsattblrott糸1圭続'J巳o

forum管 轄 。複 数 はfora*。

forumarresti被 告 の財 産 所 在 地 の裁 判 所 の 管 轄 。

forumconnexitatis関 連 管 轄 。 一 つ の 犯 罪 ま た は法 律 行 為 の 管 轄 裁 判 所

が,関 連 す る複 数 の犯 罪 も し くは法 律 行 為 ま た は複 数 人 に よ る犯 罪 も

し くは法律 行 為 に つ い て も管 轄 を有 す る こ と。

forumcontractus契 約締 結 地 の裁 判 所 の管 轄 。

forumdelicti不 法 行 為 地 の裁 判 所 の 管 轄 。

forumdelicticommissi犯 行 地 の裁 判 所 の 管轄 。

forumdeprehensionis身 柄 拘 束 地 また は召 喚状(起 訴 状)送 達 の た め に

出会 った場 所 の裁 判所 の 管 轄 。

forumdestinationis被 疑 者 の乗 る船 舶 が 最 初 に到 着 した場 所 の 裁 判 所 の

管 轄 。

forumdomicilii被 告 の住 所 地(通 常 は住 民 登 録 の あ る場 所)の 裁 判 所 の

管 轄 。

forumgenerale一 般 的 な管 轄,普 通 裁 判 籍 。 民 事 訴 訟 で は住 所 地,刑 事

訴 訟 で は犯行 地 の裁 判 所 の管 轄 。

forumhereditatis相 続,遺 言,遺 産 分 割 等 の事 件 に関 す る管 轄 。

forumnegotii営 業 場 所 の裁 判 所 の 管 轄 。

forumpersonae(被 告 の住 所 地 の 裁 判 所 の 管 轄)*forurndomicilliに 同

じ。



58 神奈川法学第37巻 第2・3号2005年 (438}

forumprivilegiatum特 権 管 轄 。 例 え ば最 高裁 判 所 や 高 等 裁 判 所 は若 干 の

上 級公 務 員 の犯 罪 につ い て第 一 審 の管 轄 権 を有 す る。

forumprorogatum合 意 管 轄 。

forumreisitae係 争物 所在 地 の裁 判 所 の 管 轄 。

fosterf6rdrivning妊 娠 中 絶,堕 胎 。illegalabortも み よ。

fraktavtal物 品 運 送 契 約 。

framkallandeavfaraforannan他 者 に危 険 を惹 起 す る罪 。 重 過 失 に よ り

他 の 者 に生命 や 重 大 な 身 体 傷 害 等 の 危 険 を生 じさせ る犯 罪(刑 法3章9

条)。

fredsplikt(fredf6rpliktelse)(労 働 法 の)平 和 義 務 。

frieaktie譲 渡 自由株 式 。

fribevisprovning自 由証 拠 審 査 主 義 。 法 定 証 拠 主 義 と異 な り,証 拠 方 法

の 利 用 に 関 す る制 限(証 人 適 格 な ど)が な い こ と,裁 判 官 が提 出 され

た証 拠 の 証 拠 価 値 を 自由 に判 断 で き る こ との 双 方 を含 む 。 後 者 がfri

bevisvardering(自 由心 証 主 義)で あ る 。 〔後 者 に着 目 して 自由心 証 主

義 と訳 す る こ と もで き ようが,や や ミス リー デ ィン グで あ る。 拙 著 『訴

訟 にお け る主 張 ・証 明 の法 理 』79頁 参 照 。〕

fridispositionsratt生 存 配 偶 者 の 自 由処 分 権 。 生 存 配 偶 者 は遺 産 財 団 の財

産 全 部 につ い て 生 活 の 中 で 法 律 行 為 に よ っ て 自 由 に処 分 で きる が,遺

産財 団 にお け る 自己 の 相 続 分 を超 え る 部 分 につ い て 遺 言 で 処 分 す る こ

とはで きな い こ と を意 味 す る。

fri-ochrattigheter自 由 お よび諸 権 利 。Regeringsformen(統 治 組 織 法)*

2章 が 定 め る基 本 的 な 自由 お よび 諸 権 利 の こ と。rattighetskatalogも

み よ。

friuppfinning自 由発 明。 従 業 者発 明 の うち職 務 発 明 に属 しない もの。

frigang施 設 外 労 働 。 服 役 者 が 昼 間刑 務 所 外 で働 くこ と。

frig6relsetid解 放 期 間,弁 済期 間。 債 務 者 が給 付 を履 行 す る権 利 を有 す

る期 間 。弁 済期 はfOrfallotid*と い う。

frihetsstraff自 由刑 。
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friskrivningsklausul免 責 条 項 。0般 的 に課 せ られ て い る義 務,例 えば 売

買 の 目的 物 に 関す る蝦 疵 担 保 責 任 を免 除 す る 旨の 条 項 。 どの程 度 まで

そ れ が 有 効 か は しば しば 困難 な問 題 で あ る(「 契 約 法(1990:931)」36

条 に よ りそ の無 効 性 が 問題 とな りうる)。

frittpartsforhor自 由 な 当事 者 尋 問。 真 実 保 証 の な い 当事 者 尋 問 の こ と。

partsf6rh6rも み よ。

frivard矯 正 施 設 外 にお け る犯 罪 者 の保 護 。

fructus果 実 。

fructuseivilis民 事 果 実,法 定 果 実 。例 え ば賃 料 。

fructusnaturaris天 然 果 実 。

fructuspercipiendi収 取 され えた(さ れ るべ き)果 実,通 常 の 果 実 。 通 常

得 べ か り し,現 実 に は得 られ なか った 果 実,例 え ば貸 室 の賃 料 所 得 な

ど も含 む。

frantagningsratt(密 猟 ・漁 者 か ら武 器,漁 具 等 の)剥 奪 権 。avtaktも み

よ。

framjandeavflykt逃 亡 援=助罪 。 拘 禁 ・勾 留 そ の他 法 的 に 身柄 を拘 束 さ

れ て い る者 の 逃 亡 を援 助 す る罪(刑 法17章12条 。)

framlingsratt外 国 人法 。外 国 人 の権 利 ・義 務 に関 す る法 規 の総 称 。

FT-mal少 額 訴 訟 。FTはforenklattvistema1(簡 易 化 され た民 事 訴 訟)

の略 称 。smamalも み よ。

fullbordanspunkt(konsummationspunkt,perfektionspunkt)既 遂 点 。犯

罪 行 為 が 構 成 要 件 を完全 に充 足 す る段 階 に達 した時 点 。

fullfoljdavtalan上 訴 。

fullfoljdshanvisning上 訴 に関 す る教 示 。判 決(判 断)に あ た っ て 当事 者

に対 し上 訴 に関 す る必 要 な情 報 を与 え る こ と。

fullgorelsetalan給 付 の訴 え。

fullmakt① 第 三 者 に対 す る代 理 権 の 表 示,授 権 行 為 。 「契 約 法(1915:

218)」2章 が 規 定 す る。② い わ ゆ るfullmaktstjanst(授 権 官職)・ へ の

任 命 の 証 拠 。
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fullmaktstjanst授 権 官 職 。 若 干 の上 級 官 職 例 え ば正 規 の 裁 判 官 職 へ の

任 命 の 形 式 。 この 官 職 の保 持 者 は特 別 に保 護 され た地 位 を有 し,法 定

の 手 続 に よる訴 追等 の 後 に の み解 任 され う る。

fullmaktig代 理 人 。代 理権 を有 す る者 。

fungibelegendom代 替 可 能 な財 産 。(人 間 が見 て)個 々 の 構 成 部 分 が個

別 的 な特 性 を欠 くよ うな財 産,例 え ば金 銭,コ ー ン,ガ ソ リ ン。

fursemperinmora盗 人 は常 に遅 滞 の 中 にあ る。 不 法 に領 得 した財 産 を

返 還 す る義務 は,領 得 と同 時 に発 生 す る とい う こ とを表 現 す る文 。

fusion(株 式 会社 等 の)合 併 。

fyllnadsborgen補 完 的保 証 。 物 的 担 保 で 弁 済 を受 け る こ とが で きな い債

権 部 分 の た め の保 証 。

fyndforseelse遺 失 物 等 横 領 罪(刑 法10章8条)。

fysiskperson自 然 人 。

fang所 有 権 取 得 原 因。lagafangも み よ。

fangeshandling所 有権 取 得 原 因証 書 。 所 有 権 の取 得 が 基 礎 づ け られ る書

面 で,不 動 産 の 所 有 権 取 得 登 記 申請 の 際 に提 出す る こ とを要 す る。

fangesman所 有 権 取得 原 因 にお け る前 主 。

fangelse拘 禁(刑 法26章)。 従 前 のfangelse(懲 役),禁 固,勾 留 を0本

化 した 自由刑 。 〔従 前 の懲 役 と同名 だ がi懲 役 とい う訳 語 は避 け る の が

普 通 で あ る。〕

foljdskada結 果 的 損 害 。 犯 罪 の 結 果 と し て事 後 に 生 ず る よ う な損 害 。

omedelbarskada(直 接 的損 害)は 犯 罪 の瞬 間 に生 ず る損 害 。

f6ran轍ndarr五tt(特 許 権 等 にお け る)先 使 用 権,先 用 権 。

f6rarbeten立 法 準 備 資 料,立 法 理 由書 。 国 の 立 法 調 査 委 員 会 の報 告 書 に

始 ま るproposition(詳 細 な立 法 理 由 を含 む 法 案)*そ の 他 立 法 作 業 の 資

料 をい う。 ス ウ ェー デ ンの法 律 家 に とって判 例 と と もに法 解 釈 上 最 も重

要視 され る資 料 で あ る。 〔立 法 調査 委 員 会 の 報 告 書 は極 め て詳 細 かつ 周

到 な もの で,す で に法 案 お よび その 理 由 さ らに所 要 予 算 額 の算 定 まで も

含 んで い る。SOU(statensoffentligautredningar(国 の(立 法)調 査
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委 員 会)の 略)と して公 表 さ れ る。 ス ウ ェ ー デ ンの 立 法 過 程 は 最 高 度

の精 細 さ と透 明性 に よっ て特 徴 付 け られ る が,SOUは そ の 第 一 段 階 を

成 す 重 要 文 書 で あ る。〕

forargelsevaekandebeteende(公 共 の場 所 で)無 秩 序 な行 動 をす る罪 。 公

共 の場 所 で 騒 音 を発 生 させ る な ど公 然 と無 秩 序 な行 動 をす る犯 罪(刑

法16章16条)。

f6rberedelse① 犯 罪 の予 備 。② 民事 訴 訟 にお け る準 備 手 続 。

f6rbjudnaled禁 止 され た親 等 。 婚 姻 障害 が存 在 す る血 族(か つ て は姻 族

も含 まれ た)。

foregivandeavallmanstallning公 的 地位 詐 称 罪(刑 法17章15条1,2項)。

軍 人 等 の制 服,バ ッジ等 を着 用 す る行 為 を含 む。

ibregivandeavst測nings義somadvokat弁 護 士 詐称 罪 。 弁 護 士 で ない 者 が

弁 護 士 の称 号 を用 い るの は刑 法 上 の犯 罪 で,罰 金 に処 せ られ る(刑 法

17章15条3項)。 た だ し,外 国 の弁 護 士 には適 用 され な い(訴 訟 手 続 法8

章9条2項 〉。(拙 訳 「訳 注 ス ウ ェーデ ン訴 訟 手 続 法(1)」72-73頁 参 照 。)

forening① 団体,社 団 法 人(会 社 形 態 で な い もの)。 ② 併 合 罪 にお け る

統 合 的 な科刑(刑 法30章3条)。 ③ 訴 えの併 合 。

foreningsfrihet結 社 の 自由 。 統 治 組 織 法2章1条 が 定 め る基 本 的 自由 お よ

び権 利 の 一 つ(1項5号)。

foreningsratt団 体 結 成 ・加 入 権 。 使 用 者 お よ び 労 働 者 双 方 に認 め られ

る 。 「労 働 生 活 に お け る 共 同 決 定 に 関 す る法 律(1976:580)」(略 称

MBL)7条 以 下 が 規 定 す る 。

foreskrift規 程 。 公 的機 関 の決 定 に よっ て成 立 す る拘 束 的 な規則 の 総 称 。

foretagareansvar事 業 者 責任(刑 事)。 事 業 者 と しての 独 立 の 責任 で,い

わ ゆ る使 用 者 責任 と は異 な る。

foretagsbot企 業 罰(金)。 事 業 活 動 にお い て 犯 した罪 につ い て事 業 者 に

科 せ られ る罰(金)。 刑 法36章7条 以 下 に規 定 が あ る。

f6retagashemlighet企 業 秘 密 。 「企 業 秘 密 の 保 護 に関 す る法 律(1990:

409)」 が あ る。know-how参 照 。
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f6retagshypotek企 業 抵 当 権 。企 業 の動 産 を対 象 とす る抵 当権 。 「企 業 抵

当権 に関す る法律(1984:649)が ある。 その前 前 身 はf6rlagsinteckning,

前 身 はf6retagsinteckningと よば れ る企 業 用 動 産 の抵 当権 制 度 であ る。

foretagsuppfinning企 業 発 明,職 務 発 明 。

f6rfall不 出 頭 等 の正 当 な 理 由。lagaf6rfa11も み よ。

forfallaoklausul期 限 の利 益 喪 失 条 項 。 割賦 払 契 約 にお い て支 払 が遅 延 し

た場 合 に期 限 の利 益 を喪 失 し,残 額 全 部 につ い て 直 ち に弁 済 期 が 到 来

す る,な どの 条 項 。 〔わ が 国 の失 権 約 款 の よ うに,期 限 の利益 の喪 失 に

加 え て 売 主 が す で に受 け 取 っ た代 金 の 支 払 を要 しな い な どの 条 項 は含

ま ない 。こち らはf6rverkandeklausul(権 利 喪 失 条 項)*の 問題 で あ る。〕

forfallotid弁 済期 。frig6relsetid参 照 。

forfalskingavfastmarke確 定 証 愚 歪 曲罪 。偽 造 罪 の 一 つ で,境 界 標 識,

水 位 標 識 等 を移 動,除 去,損 壊 しま た は誤 った箇 所 に設 置 す る な ど し,

そ れ が証 拠 関係 の危 険 を意 味 す る犯 罪(刑 法14章8条)。

forfalskinigsbrott偽 造 罪 。 刑 法14章 が 規 定 す る各 種 の偽 造 関係 の 犯 罪 の

総 称 。

forfattarratt著 作 者権 。 著 作 者 が そ の 著 作 物 につ い て 特 別 に有 す る権 利 。

upphovsratt参 照 。

f6rfattning① 憲 法 。② 法令 。f6reskrift参 照 。

forfang損 害 。 多様 な意 味 で 用 い られ て きたが,現 在 で はおお むねskada

(損 害)の 同意 語 とい わ れ る。

f6rf61jningsr翫t(獲 物 の)追 求権 。 狩猟 の獲 物 を他 人 の狩 猟 区域 に まで 追

求 す る権 利 。

forforelseavungdom少 年 誘 惑 罪 。 代 償 を与 え る な ど して18歳 未 満 の 者

と性 的 交 渉 を もつ 犯 罪(刑 法6章10条)。 〔1998年 に 「買 春 禁 止 法

(1998:408)」 が 制 定 さ れ,成 人 か らの単 純 買 春 も犯 罪 化 され た 。 そ の

刑 罰 は罰 金 また は最 高6月 の拘 禁 で 少 年 誘 惑 罪 と同 じ。〕

forgripelsemottjansteman(暴 力 の行 使 またはその脅 迫 を伴 わない)公 務 執

行 妨 害 罪 。刑 法17章2条 が 規 定 す る。暴 力 の行 使 ま た は そ の脅 迫 を伴 う
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公 務 執 行 妨 害 罪 は 同章1条 。

forgoring動 植 物 に対 す る危 険 惹 起 の罪 。 毒 物,悪 性 の病 気,有 害 な動

物 等 の使 用,拡 散 等 に よ っ て動 植 物 に対 す 一 般 的 な危 険 を惹 起 す る犯

罪(刑 法13章8条)。

forhandlingsprincipen弁 論 主 義 。広 義 にお い て はdispositionsprincipen

(処分 権 主 義)*も 含 む。

forhandli.ngsratt(労 使 団体 の)交 渉 権 。使 用 者 お よび使 用 者 団体 ま た は

労 働 組 合 の,雇 用 条 件 の 規 整 や そ の他 の 労 使 関係 に 関 す る交 渉 を求 め

る権 利 。

forhandsbesked暫 定 的 決 定 の 事 前 開示 。公 的機 関 が 暫 定 的 に決 定 の 事 前

開示 を行 う こ と。 終 局 的 決 定 に お い て これ と異 な る私 人 に不 利 益 な判

断 が で き な い とい う意 味 で 公 的機 関 に とっ て 拘 束 的 で あ る 。 例 え ば,

「課 税 問 題 にお け る暫 定 的 決 定 の 事 前 開 示 に関 す る法 律1998:189)が

あ る。 同法 にお け る事 前 開示 の 申 請 はriksskatteverket(国 税 庁)を 相

手 方 と してskatterattsnamnden(税 法 委 員 会)に 行 う。 案 件 は 同 法2

条 所 定 の 重 要 な もの に 限 られ る 。 同委 員 会 は 最 大14名 の 委 員 で 構 成 さ

れ,2つ の 部 に分 か れ て い る。 そ の 決 定 に対 して は行 政 最 高 裁 判 所 に不

服 の 申立 てが で きる。

forhorsvittne尋 問 立 会 証 人 。 「市 民 証 人 に 関 す る法 律(1981:324)」 が

あ る。

forklarande抗 告 事 件 の相 手 方,抗 告 被 上 訴 人 。 抗 告 人,抗 告 上 訴 人 は

klagande*o

forklaring抗 告 事 件 の相 手 方 の答 弁(書)。

forkontrakt契 約 の予 約 。

forkopsratt先 買 権 。 と くに地 方 自治 体 が 不 動 産 に つ い て有 す る。 「先 買

権 法(1967:868)」 が あ る。

f6rlag犯 行 の 費 用 と して の 金 銭 。犯 罪 行 為 に関連 す る必 要 な費 用 と して

与 え られ る金 銭 の こ と。

f6rlagsavt田 出版 契 約 。
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forlagsbevis劣 後 債 権 証 拠 。 債 務 者 がinsolvens(支 払 不 能)*の 場 合,他

の全 て の債 権 が そ の 配 当 を受 け た後 に支 払 が 受 け られ る債 権 に 関 す る

証 拠 。 しば しばenkeltskuldebrev(単 純 債 務 証 書)*と して振 り出 され

る。

forlagsratt出 版 権 。 出版 契 約 に基 づ く出版 者 の権 利 。

forledandeavungdorn(文 書 ・図画 に よる)年 少 者 誘 惑 罪 。児 童 ・少 年 の

問 に誘 惑 的作 用 をす る な ど徳 育 上 重 大 な危 険 を伴 う内容 の文 書 ・図 画

を頒 布 す る犯 罪(刑 法16章12条)。 児 童 ・少 年 の年 齢 的 限 界 は定 め られ

て い な いが,本 罪 は主 と して 学校 生徒 へ の頒 布 の 禁 止 を意 図 して お り,

大 学 生 お よび 兵 役 義 務 者 は対 象 外 と され る。otillatetf6rfarandemed

pornografiskbild参 照 。

forlikning① 和 解 契 約 。 和 解 契 約 に 関 す る 一一般 的 規 定 は見 当 た らな い 。

②processf6rlikningに 同 じ。

forlikningssammantrade和 解 集 会 。 ① 破 産 手 続 にお い て届 出債 権 に対 す

る 異 議 の有 無 を処 理 す る破 産 債 権 者 集 会 。 ② 民 事 訴 訟 に お い て和 解 勧

試 を行 う集 会 。

forlust損 害 額 。skada(損 害)に 対 す る金 銭 で の評価 額 。 「評 価 され た損

害 」 の こ と。

formyndarskap後 見 。 法 定 後 見 は1egaltf6rmyndarskap。 後 見 人 は

f6rmyndare。vardnad参 照 。

formansratt優 先 弁 済権 。 「優i先弁 済 権 法(1970:979)」 が 権 利 の 内容 お

よび優 先 順 位 等 につ い て 定 め る。 わ が 国 の 先 取 特 権 とそ の他 の 物 的担

保 権 を含 む概 念 とい える。allmanformansratt,sarskildformansrattも

み よ。

formanstagare保 険 金 受 取 人 。

formogenhetsbrott財 産 罪 。 私 人 の財 産 に対 す る各 種 犯 罪 の 総 称 。

f5rm6genhetsgemnskap合 有 。egendomsgemenskapも み よ。

formogenhetsratt財 産 法 。civilratt(民 事 法,私 法)*の 一 領 域 と して の

財 産 法 をい う。
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formogenhetsskattt資 産 税 。

fornekande(訴 訟 法 上 の)否 認 。bestridande参 照 。

fornekandeavunderskrift署 名 否 認 罪 。 文 書 にお け る 自己 の 署 名 を否 認

し,そ れが 証 拠 関係 に危 険 を意 味 す る犯 罪(刑 法15章13条)。

f6rol証mpning個 人 的 名 誉 殿 損 。 被 害者 の み に対 す る名 誉 殿 損(刑 法5章3

条)。 同 じこ とが 第 三 者 に対 して も行 わ れ る と きはfortal(通 常 の 名誉

殿 損)に な る。f6rtal,arekrankningも み よ。

forordning① 政令 。 そ の憲 法 上 の根 拠 は統 治 組 織 法8章13条 。②EUの

法 令 。 加 盟 国 に直 接 的 に適 用 され,か つ 関係 者 に拘 束 的 な規 範 。EG-

ratten参 照 。

forpakta賃 貸 す る,賃 借 す る。

forpanta物 的 担 保 権 を設 定 す る。

forrattningsman執 行 人 。 強 制 執 行 事 件 を取 り扱 うkronofogde(執 行

官)ま た はkronofogdemyndighet(執 行 官 局)*の 職 員 の こ と。

forsamling教 区 。最 小 単位 の教 会 的 地 方 自治体 。

forsamlingsfrihet集 会 の 自由 。 原 則 と して 自由 に,政 治 的,宗 教 的 そ の

他 の意 見 を表 明 ・交 換 す る た め に集 合 す る権 利 。

f6rskingring横 領 罪 。 刑 法10章1,3条 が 規 定 す る。undandrakt参 照 。

forskottOaary相 続 人 に対 す る生 前 贈 与 。相 続 法6章 が 規 定 す るが,相 続

人 の相 続 分 か ら控 除 され る こ とに な る。

forstainstallese(民 事 訴 訟 事 件 お よび私 的 訴 追 事 件 に お け る)第 一 回 口

頭 準 備 手 続 期 日。

forstrackning消 費 貸 借 。

forsvarare(被 疑 者 ・被 告 人 の)弁 護 人 。

forsakrinsavtal保 険 契 約 。 保 険 契 約 者 はforsakringstagae,保 険 者 は

forsakringsgivare,(損 害 保 険 の)被 保 険者 はforsakringshavare。

forsakringsbrev(polis)保 険 証 券 。

for.sattandeinodlage人 を危 急 状 態 に陥 れ る罪 。不 法 な強 制 ま たは詐 欺 的

行 為 に よ り人 を兵 役,労 役 等 な らび に外 国 にお け る迫 害 や 性 的搾 取 等
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労 働 者 職 場 代 表 法 。 「就 労 場 所 にお け る 労働 者 職

場 代 表 の 地 位 に 関 す る法 律(1974:358)」 の こ と。 本 法 に よ っ て労 働

者 職 場代 表 の権 利 が保 障 され る に い た った 。

forundersokningibrottmal刑 事 訴 訟 事 件 にお け る捜査 。

forvaltare成 年 後 見 人,管 理 人 。 親 子 法11章7条 等 に規 定 が あ る。

f6rvaltningsdomstol行 政 裁 判 所 。 行 政 訴 訟 法 に よる訴 訟 を管 轄 す る裁 判

所 。 通 常 行 政 裁 判 所 はlansratt(行 政 地 方 裁 判 所),kammarratt(行

政 高 等 裁 判所),Regeringsratten(行 政 最 高 裁 判所)か ら成 る。

f6rvaltningsforum管 理 財 産 管 轄 。 他 人 の財 産 の 管 理 に関 す る紛 争 につ い

て管 理 が 行 わ れ てい る場 所 の裁 判 所 が 有 す る特 別 管 轄 。

f6rvaltningsr甜 行 政 法 。 行 政 法 とstatsratt(国 制 法,憲 法)*は 往 往 合

してoffentligratt(公 法)*と よば れ る。 〔ス ウェ ー デ ンに は行 政 法 とい

う名 称 の 法律 が 存 在 す る 。 「行 政 法(1986:223)」 が そ れ で あ るが,そ

の 実 質 は行 政 手 続 法 で あ る。 拙 訳 『ス ウ ェー デ ン行 政 手 続 ・訴 訟 法 概

説 』174頁 以 下 に この 法 文 の全 訳 が掲 載 され て い る 。〕

forvandlingsstraff交 換 刑,換 刑 処 分 。botesforvandlingも み よ。

forvanskningavfamiljestallning家 族 の 地 位 の 歪 曲 の 罪(刑 法7章3条)。

あ る子 に他 人 の 子 の 地 位 を虚 偽 的 に作 出 し,ま た は公 的機 関 へ 家 族 の

地 位 に関 す る虚 偽 の届 出 をす る な どの 犯罪 。

forvanskiningavurkund文 書 偽 造 の 軽 罪(刑 法14章2条)。 文書 偽 造(刑

法14章1条)が 軽微 な事 案 で あ る と き 〔例 え ば現 金 支 払 の領 収 書 の偽 造)

は,文 書 偽 造 の軽 罪 にな る 。urkundsforfalskningも み よ。

forvar(犯 罪 捜査 にお ける)保 管 。警 察 また は軍 がbeslag(押 収)*の 処 分

の 危 険 あ る 状 況 に 陥 れ る 犯 罪(刑 法4章3条)。

forsoktillbrott(犯 罪 の)実 行 の 着 手 。f6rberedelse参 照 。

forsokspunkt(犯 罪 の)実 行 の 着 手 時 。fullbordanspunkt参 照 。

f6rtal(通 常 の)名 誉 殿 損 。f6rolampningarekrankningも み よ。

fortidaary事 前 相 続 。forskottOaarv(相 続 人 に対 す る 生 前 贈 与)*の 旧

称 。

fortroendemannalagen



{429) ス ウェーデン法訳語集(1) 67

が な さ れ る まで の 問一 時 的 に若 干 の 印 刷 物 を保 管 す る こ と(訴 訟 手 続

法26章3,4条 等)。

forverkande①(刑 法 の)没 収,②(民 事 法 の)失 権 。

forverkandeklausul権 利 喪 失 条 項 。 自己 の 契 約 違 反行 為 に基 づ き契 約 が

解 除 され た と き,一そ の 当 事 者 は相 手 方 に支 払 っ た金 員 ま た は給 付 した

物 につ い て 原 状 回復 請 求 権 を喪 失 す る 旨の 契 約 条 項 。 この よ う な条 項

は しば しば 無 効 とさ れ る。1excommissoriaも み よ。 〔f6rfalloklausul

(期 限喪 失 条 項)*と の 違 い に注 意 。〕

(以 下 次 号)

中間の後記

「は じめ に」 で は他 の課題 と並行 してや る と書 いたのだが,実 際 に取 り

組 んでみる と結構面 白 くて,最 近 は もっぱ らこれ に熱 中 してお り,他 の課

題 は放 置 したままの ような有様 であ る。その代 わ りこの仕事 は予想外 に早

く仕 上が る とい う気がす る。仕事 に向 か う気 持の流れ に樟 さ して ゴールを

目指 したい と思 う。

(2005年1月 初旬)


